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津市行財政改革前期実施計画津市行財政改革前期実施計画津市行財政改革前期実施計画津市行財政改革前期実施計画のののの取組結果取組結果取組結果取組結果    

本市では、津市総合計画に基づき、新しいまちづくりを目指しているところです。まちづくりを推進するためには、財政構造の見直しや財源の確保が前

提となるものであり、また民間との役割分担の明確化、徹底したコスト意識の醸成など、積極的に行財政改革を進めていく必要があります。 

このため、平成１９年度から２７年度までを計画期間とする行財政改革に係る理念や基本的な方向性を示した「津市行財政改革大綱」の策定を行い、ま

た、この大綱に位置付けを行った内容を計画的かつ着実に推進するため、平成１９年度から２１年度までを計画期間とする前期実施計画を推進してきたと

ころです。 

 このことから、前期実施計画の計画期間を終え、当該実施計画に位置付けた項目（１６５項目）について、その取組結果を取りまとめました。 

 

取組結果取組結果取組結果取組結果のののの概要概要概要概要    

    平成１９年度から２１年度までを計画期間とする前期実施計画では、行財政改革を進める切り口として大綱で示した以下の６つの推進項目に１６５の項

目を位置付け取組を進めてきました。 

   (ｱ) 効率的な事務事業の在り方 

   (ｲ) 民間の活用の在り方 

   (ｳ) 定員管理の在り方 

   (ｴ) 健全な財政運営の在り方 

   (ｵ) 電子自治体に向けた行政運営の在り方 

   (ｶ) その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項 

その取組結果としましては、目標どおり終了したものが、平成１９年度で２９項目（約１７.６％）、平成２０年度で８項目（前年度と合せて約２２.４％）、

平成２１年度で４９項目（前年度及び前々年度と合せて約５２.１％）となっています。 

このほか、目標どおり取組を行ってきており、中期実施計画においても引き続いて取り組んでいく項目が、５９項目（約３５.８％）となっています。 

一方で、目標どおり取組が行えなかったもの、あるいは取組方針を変更したものが２０項目（約１２．１％）あります。 

全体としては、取組が完了した項目と、目標どおり取組を行ってきており中期実施計画においても引き続いて取り組んでいく項目を合せたものは１４５

項目（約８７.９％）となっており、設定した目標に対する一定の成果を得られたものと思われます。 

 また、その一方で、目標どおり取組が行えなかったもの、あるいは取組方針を変更した項目があることから、これらについては、中期実施計画において

位置付け、早急に取組を行うこととします。 
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推進項目毎推進項目毎推進項目毎推進項目毎のののの総括総括総括総括    

１１１１    効率的効率的効率的効率的なななな事務事業事務事業事務事業事務事業のののの在在在在りりりり方方方方    

   効率的な事務事業の在り方については、「事務事業の見直し」や「本庁と総合支所における役割分担の見直し」などに係る具体的な推進項目５２項

目に取り組みました。 

このうち、取組が終了した項目は３５項目で、合併前の旧市町村間において異なるサービスを行っていた事業（寿バスカード事業等）の廃止や「森

清掃事業管理センターの統合」など事業の見直し等による推進を行ってきました。また、目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で

取り組んでいくものが「組織機構の見直し」や「契約事務の効率化」など１２項目となっています。一方、目標どおり取組が行えなかったもの、方針

を変更したものは「クリーンセンターくもずの受付時間の見直し」や「幼保施設の共用化（幼保一元化）」など５項目で、いずれも中期実施計画に位

置付け、引き続き取組を進めていきます。 

 

２２２２    民間活用民間活用民間活用民間活用のののの在在在在りりりり方方方方    

民間活用の在り方については、「外部委託等の推進」や「公共施設の在り方の見直し」などに係る具体的な推進項目４４項目に取り組みました。 

このうち、終了した項目は２５項目で、「水道料金収納業務の外部委託」や「都市公園等に係る管理委託の拡大」など外部委託の推進や地域との協

働に向けた取組を行いました。また、目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で取り組んでいくものが「給食提供の在り方（センタ

ー化等）の検討」や「公民館の在り方の検討」など１２項目となっています。一方、目標どおり取組が行えなかったもの、方針を変更したものは「体

育館、野球場及びグラウンド等のスポーツ施設・津市久居総合福祉会館・錫杖湖畔キャンプ場及び落合の郷・錫杖湖水荘などへの指定管理者制度の導

入」など７項目でした。指定管理者制度の導入については、施設の立地等の地域性、利用形態等の事情により取組方針が変更となるものなど、今後の

民間活用にあたっての課題も見つかり、中期実施計画において前期実施計画の結果を踏まえた取組を進めていきます。 

 

３３３３    定員管理定員管理定員管理定員管理のののの在在在在りりりり方方方方    

   定員管理の在り方については、「定員管理の適正化」や「人材育成の推進」などに係る具体的な推進項目６項目に取り組みました。 

   当該取組項目については、前期実施計画において終了するものではなく、引き続き中期実施計画において重点取組項目として、大綱で目指している

正規職員の２，５００人体制の実現に向け、取組を進めていきます。このうち、目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で取り組ん

でいくものが「給与の適正化」や「人材評価制度の充実」など５項目となっています。一方、目標どおり取組が行えなかったものは「臨時職員の削減

及び雇用形態の見直し」の１項目でした。 

   なお、前期実施計画の取組等により、平成１９年度の正規職員約３，０００人が平成２２年度には約２，７００人となっています。 
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４４４４    健全健全健全健全なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの在在在在りりりり方方方方    

   健全な財政運営の在り方については、「財政計画等の策定」や「補助金等の在り方並びに使用料及び手数料の見直し」などに係る具体的な推進項目

４５項目に取り組みました。 

このうち、終了した項目は２３項目で、「ホームページ・広報津・ごみ収集車への広告掲載の導入」や「自治会・各種団体への補助金、公費支出の

見直し」などを行い、自主財源の確保に努めてきました。また、目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で取り組んでいくものが「補

助金の見直し」や「公共工事のコスト縮減」など１８項目となっています。一方、目標どおり取組が行えなかったもの、方針を変更したものは「財政

計画の策定」と「使用料、手数料の見直し」などの４項目で、いずれも中期実施計画において引き続き取組を進めていきます。 

 

５５５５    電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体にににに向向向向けたけたけたけた行政運営行政運営行政運営行政運営のののの在在在在りりりり方方方方    

   電子自治体に向けた行政運営の在り方については、「住民に便利な行政サービスの提供」と「効率的な行政事務の見直し」に係る具体的な推進項目

６項目に取り組みました。 

   このうち、終了した項目は「文書管理システムの構築」と「統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の段階的整備」の２項目でした。また、目標どおり

取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で取り組んでいくものが「申請等の電子化の促進」と「ＩＴ調達経費の最適化」の２項目となっていま

す。一方、目標どおり取組が行えなかったもの、方針を変更したものは「電子入札システムの構築」と「下水道台帳及び道路台帳等の共同化」の２項

目で、引き続き検討を行っていきます。 

 

６６６６    そのそのそのその他本市他本市他本市他本市のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項    

   その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項については、「モーターボート競走事業の健全運営」と「三重短期大学の活性化」に係る具体的な

推進項目１２項目に取り組みました。 

   このうち、終了した項目は三重短期大学の「授業料、入学料の見直し」の１項目でした。また、目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実

施計画で取り組んでいくものが「津競艇場のイメージアップ」や「学科の再編」など１０項目となっています。一方、目標どおり取組が行えなかった

もの、方針を変更したものはモーターボート競走事業の「運営・制度的経費の見直し」の１項目でした。 

   モーターボート競走事業については、中期実施計画で引き続き歳入確保への取組に位置付けて「収益の向上」を目指していきます。また、三重短期

大学にあっても「地域貢献の推進」や「魅力ある短期大学づくり」などと位置付け、中期実施計画において事務の効率化等を推進していきます。 
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前期実施計画推進項目別前期実施計画推進項目別前期実施計画推進項目別前期実施計画推進項目別    取組結果一覧取組結果一覧取組結果一覧取組結果一覧    

    

    表示表示表示表示方法方法方法方法    

  ◎…平成２１年度に目標どおり目標が終了したもの 

○…目標どおり取組を行ってきており、引き続き中期実施計画で取組を行っていくもの 

△…目標どおり取組が行えなかったもの（引き続き中期実施計画で取組を行っていくものを含む）、あるいは取組方針を変更したもの 

―…平成１９年度、平成２０年度に取組が終了しているもの 

 

推  進  項  目 
取 組 

項目数 

◎ ○ △ 

H19 H20 H21 H19 H20 H21 H19 H20 H21 

１ 効率的な事務

事業の在り方 

ア 事務事業の見直し １７ 12 1 2 5 3 2 0 1 0 

イ 事務執行方法の見直し ２７ 2 1 12 24 21 8 1 3 4 

ウ 本庁と総合支所における役割分担の見直し ３ 0 0 1 3 2 1 0 1 1 

エ 公正の確保と透明性の向上 ４ 1 0 3 3 3 0 0 0 0 

オ 行政評価に係るシステムの構築 １ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

小 計 ５２ 15 2 18 36 29 12 1 6 5 

２ 民間活用の在

り方 

ア 外部委託等の推進 ４ 1 0 0 3 2 2 0 1 1 

イ 公共施設の在り方の見直し ２９ 3 2 11 20 14 7 6 10 6 

ウ 外郭団体の在り方の見直し ２ 0 0 1 1 2 1 1 0 0 

エ 地域との協働に向けた検討 ９ 3 0 4 6 6 2 0 0 0 

 小 計 ４４ 7 2 16 30 24 12 7 11 7 

３ 定員管理の在

り方 

ア 定員管理の適正化 ２ 0 0 0 2 2 1 0 0 1 

イ 給与の適正化 ２ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

ウ 人材育成の推進 １ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

エ 人材評価システムの運用 １ 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

 小 計 ６ 0 0 0 5 4 5 1 2 1 
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推  進  項  目 
取 組 

項目数 

◎ ○ △ 

H19 H20 H21 H19 H20 H21 H19 H20 H21 

４ 健全な財政運

営の在り方 

ア 財政計画等の策定 １３ 3 0 1 7 6 6 3 4 3 

イ 補助金等の在り方並びに使用料及び手数料の見

直し 
３０ 4 4 11 24 18 10 2 4 1 

ウ 公共工事等のコスト縮減 １ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

エ 予算編成の仕組みの見直し １ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

小 計 ４５ 7 4 12 33 26 18 5 8 4 

５ 電子自治体に

向けた行政運営

の在り方 

ア 住民に便利な行政サービスの提供 ３ 0 0 1 3 3 1 0 0 1 

イ 効率的な行政事務の見直し ３ 0 0 1 3 3 1 0 0 1 

 小 計 ６ 0 0 2 6 6 2 0 0 2 

６ その他本市の

行財政改革の推

進に関する重要

事項 

ア モーターボート競走事業の健全運営 ７ 0 0 0 7 7 6 0 0 1 

イ 三重短期大学の活性化 ５ 0 0 1 5 5 4 0 0 0 

小 計 １２ 0 0 1 12 12 10 0 0 1 

合      計 １６５ 29 8 49 122 101 59 14 27 20 

 

 既に取組が終了しているもの 「－」 

平成１９年度  29 

平成２０年度 8 
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１ 効率的な事務事業の在り方 

 

 ア 事務事業の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

１ 地域活動振

興予算の在

り方の見直

し 

 地域活動振興予算については、

合併調整の内容を踏まえつつ、事

業の必要性、公平な予算執行及び

一体性を高める観点から、各事業

の在り方や実施方法等について、

適宜見直しを図ります。 

事業の検

証及び見

直し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

事業別予算への移行や、地域かがやきプログラム事業

での新たな取組等への見直しを行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

政策財務部 

地域振興室 

地域振興担当 

２ 消費生活モ

ニター事業

の廃止 

「津市消費生活センター」の開

設により、モニター事業に代わり

消費生活に関する情報の収集及

び啓発を、より効果的に行うこと

ができることから、当該事業を廃

止します。 

 

事業の廃

止 

－ － 津市消費生活センターの開設により、平成１９年度に

当該事業を廃止しました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

市民部 

市民交流課 

広聴相談担当 

３ 新たな環境

管理システ

ムの構築 

 現行の環境管理システムの全

庁への拡大を図るとともに、今後

の運用に際しての経費節減及び

システムの簡素化を図るため、新

たな環境管理システムを構築し

ます。 

 

環境管理

システム

対象拡大 

新システ

ム構築 

－ － 平成２０年４月から本市独自の環境マネジメントシス

テムの運用を開始し、平成２０年９月２５日にＩＳＯ１

４００１の認証の返上を行いました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

環境部 

環境政策課 

環境共生担当 

４ 犬猫避妊手

術費等補助

事業の廃止 

 動物の適正な飼養及びみだり

な繁殖を防止するための措置は

所有者の責務とされており、公的

関与の妥当性の観点から、所有者

への啓発活動の強化を図り、犬猫

避妊手術費等補助事業を廃止し

ます。 

所有者の

責務につ

いて啓発 

 

事業の廃

止 

 

－ － 事業廃止に向けて、広報紙や市ホームページで周知・

啓発を行い、平成１９年度末をもって当該事業を廃止し

ました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

環境部 

環境保全課 

環境衛生担当 
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５ 高齢者ヘル

パー家事援

助事業の廃

止 

 高齢者ヘルパー家事援助事業

については、利用実績及び介護保

険制度との整合を図るため、当該

事業を廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

 

位置付け

なし 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

６ 寿バスカー

ド事業の在

り方の検討 

 寿バスカード事業については、

福祉バスや新交通システムの在

り方等も踏まえ、その在り方につ

いての検討を進めます。 

在り方の

検討 

見直しに

向けた取

組 

 

－ 平成２１年度から当該事業を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

 

 

位置付け

なし 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

７ 高齢者デイ

サービス事

業の廃止 

 高齢者デイサービス事業につ

いては、利用実績及び介護保険制

度との整合を図るため、当該事業

を廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

 

位置付け

なし 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

８ 高齢者ショ

ートステイ

事業の廃止 

 高齢者ショートステイ事業に

ついては、利用実績及び介護保険

制度との整合を図るため、当該事

業を廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 
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９ 観光協会の

一元化 

 各地域に設置されている観光

協会の一元化を図り、アスト津に

事務所兼案内所を設置し、本市の

観光施策の充実を図ります。 

観光協会

の一元化 

－ － 平成２０年４月に香良洲観光協会が津市観光協会に入

会し、観光協会の一元化を図りました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

商工観光部 

観光振興課 

観光管理担当 

10 地域水田農

業協議会の

一元化 

 一体的な農業政策を推進する

ため、香良洲地域水田農業協議会

の津地域水田農業協議会への統

合をはじめ、各地域の水田農業協

議会の一元化を目指します。 

香良洲地

域協議会

の統合 

その他の

協議会と

調整 

調整に基

づく取組 

各地域の水田農業協議会について、ＪＡ単位の統合を

前提として調整を行いました。今後、農業者戸別所得補

償制度における当該協議会の活用方針等の動向を踏ま

え、引き続き調整を行います。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

 

位置付け

あり 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 

11 優良農作物

奨励事業の

廃止 

 社会情勢の変化を踏まえた農

業施策を展開するため、優良農作

物奨励事業の段階的な見直しに

より当該事業を廃止します。 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

事業の廃

止 

平成２１年度から補助金を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

 

位置付け

なし 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 

12 新交通シス

テムの導入 

 効率的な公共交通システムの

構築を図るため、合併前の市町村

単位で実施されてきた各種バス

事業等について調査検討を行い、

新たな交通システムの導入を目

指します。 

 

新交通シ

ステムの

検討 

新交通シ

ステムの

準備及び

導入 

導入の拡

大及び必

要な見直

し 

これまでの公共交通システム調査・研究事業をまとめ、

地域公共交通総合連携計画を策定しました。それに伴う

所要の手続きも終え、周知も行ってきたところであり、

平成２２年４月からは、予定どおり再編後のコミュニテ

ィバス運行を開始します。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

 

 

位置付け

なし 

都市計画部 

交通政策課 

交通政策担当 

及び関係所管 
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13 ピースフル

フラワーガ

ーデン事業

の廃止 

 ピースフルフラワーガーデン

事業について、近隣において民間

事業者による同趣旨の事業が展

開されるため、廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

久居総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

14 千里ヶ丘ま

つり事業の

廃止 

 これまで、市の委託事業として

実施してきた千里ヶ丘まつりに

ついては、公的関与の妥当性の観

点から市の委託事業としての実

施を廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

15 人と地域の

安全安心推

進事業の廃

止 

 これまで実施してきた人と地

域の安全安心推進事業について

は、同趣旨の防災研修事業が実施

されたことに伴い廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

香良洲総合支所 

市民福祉課 

福祉担当 

16 白山町秋の

自然歩道体

験ウォーク

事業の廃止 

 白山町秋の自然歩道体験ウォ

ーク事業について、これまでの利

用実績及び住民ニーズの観点か

ら廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

白山総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

17 観光トイレ

の設置箇所

の見直し 

 現在美杉地域に１５箇所設置

されている観光トイレについて、

観光客の利用状況を踏まえ設置

箇所の見直しを図ります。 

 

利用状況

等の調査 

 

設置箇所

見直し 

－ － 平成１９年度に、現有のとおり設置の継続を決定し、

引き続き市有施設として維持管理を行いました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

美杉総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 
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イ 事務の執行方法の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

18 人事給与ネ

ットワーク

システムの

導入 

 各課等で行う人事庶務事務の

軽減を図るため、職員情報を電子

化しネットワーク上で情報交換

が行える人事給与ネットワーク

システムを導入します。 

人事給与

ネットワ

ークシス

テムの導

入 

運用開始 対象事務

の拡充 

人事給与ネットワークシステムについては、平成２０

年５月から運用を開始しており、平成２１年度は、勤務

時間の変更等に対応したシステム変更を行いました。 

なお、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する市職員に

ついては、勤務形態が複雑であり、システムによる管理

に支障があること等から、当該システムによる運用は見

合わせることとします。 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

総務部 

人事課 

人事政策担当 

19 給与明細書

の電子配信

の実施 

 給与明細書について、職員個別

配送による給与費明細書の作成

経費の削減を図るため、当該明細

書の電子配信を実施します。 

電子配信

システム

の構築 

運用開始 継続した

取組 

新基幹情報システムに組み込むにあたり、給与明細書

の電子配信システムの仕様を検討しており、システムの

導入に向けた具体的な準備を進めています。 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

20 行政経営シ

ステムの構

築 

 長期的な視点のもと、将来にわ

たって持続的な発展が可能とな

る健全な行政経営を図るため、新

しい公共経営の考え方を取り入

れた行政運営の仕組みを構築し

ます。 

行政経営

システム

の構築 

導入 検証及び

必要な見

直し 

平成２０年４月から行政経営システムを導入してお

り、組織風土改革とともに、ＰＤＣＡマネジメントサイ

クルや経営品質の考え方の職員一人一人への浸透などシ

ステムの定着に向けた取組を継続して行ってきました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

21 組織機構の

見直し 

 本庁、総合支所に係る組織体制

並びに配置職員数等の組織機構

について、住民ニーズへの迅速な

対応、新たな制度や行政課題への

柔軟な対応等の観点から、適宜、

必要な見直しを行うこととしま

す。 

見直しに

向けた検

討 

組織の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

総合計画における施策の推進、市民の安全・安心に係

る推進体制への対応及び総合支所における地域振興の推

進に向けた組織改正を行いました。（平成２２年４月 1

日施行） 

⑴ 部組織の在り方の見直し 

⑵ 消防本部組織体制の整備 

⑶ 総合的な地域振興推進体制の整備 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 
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22 契約事務の

効率化 

 発注に係る仕様の見直し等に

より契約事務の効率化及び経費

縮減を図ります。 

 

仕様の見

直し等 

継続した

見直し 

継続した

見直し 

＜物品調達契約担当＞ 

物品発注基準については、市内本店業者を優先的に選

定することとし、緊急経済対策による物品発注において

試行的に実施しました。 

今後、基準選定業者数を定め要綱等の整備を行ってい

きます。 

また、物品の競争入札参加資格審査申請における共同

受付については、平成２１年１１月から開始しています。 

＜工事契約担当＞ 

共同受付における登録期間を平成２２年度からは２年

から４年にし、事務の効率化を図りました。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

調達契約課 

物品調達契約 

担当 

工事契約担当 

23 公用車両の

リース化に

向けた検討 

 公用車両の購入及び管理経費

の削減を図る手法として、リース

化について検討します。 

リース化

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

公用車のリース化について検討しましたが、車両管理

や経理事務の削減効果等は見込めるものの、車両購入と

比較すると、毎年のリース代が高額になるなど、経費面

において相当額の予算確保が必要となるため、リース化

は実施しないこととしました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

政策財務部 

財産管理課 

財産管理担当 

24 各種国際交

流事業の見

直し 

 姉妹・友好都市に係る各種国際

交流事業の効率化を図るため、記

念イベントの共同開催や事業規

模等の見直しにより、住民主体に

よるイベント等の活性化と運営

の効率化を目指します。 

事業実施

方法の見

直し 

継続した

取組 

継続した

取組 

平成２１年１１月に津市国際交流デーとして国際交流

イベントを津市国際交流協会等と継続して合同開催する

など、イベント等の効率的な運営を行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

市民部 

国際・国内 

交流室 

国際・国内 

交流担当 

25 クリーンセ

ンターくも

ずの受付時

間の見直し 

 クリーンセンターくもずの受

付時間の見直しを図ることによ

り、運転管理経費の節減を図りま

す。 

関係団体

との協議 

受付時間

の見直し 

継続して

実施 

 

受付時間の短縮は、市民サービスの低下につながるこ

とから、民間活力の導入など管理運営方法の検討を進め

ます。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

環境部 

安芸・津衛生 

センター 

業務担当 
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26 森清掃事業

管理センタ

ーの統合 

 現在、２箇所設置している家庭

ごみの収集に係る事務所につい

て、森清掃事業管理センターを本

庁環境事業課への統合を図るこ

とにより、事務所管理運営経費の

削減及び収集体制の効率化を図

ります。 

 

 

 

統合に向

けた取組 

業務基準

の統一化 

センター

の統合 

平成２１年４月に環境事業課への統合が完了しまし

た。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

27 ごみ収集業

務（委託分）

の契約方法

の見直し 

 現在、一部随意契約により外部

委託を行っているごみ収集業務

について、市場競争原理による契

約金額の縮減を図るため入札方

式を導入します（下水道の整備等

に伴う一般廃棄物処理業等の合

理化に関する特別措置法に基づ

く対応分は除く。）。 

 

 

課題等の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

契約方法

の見直し 

平成２１年度から一部の地域において入札方式を導入

しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

28 

 
幼保施設の

共用化（幼保

一元） 

 幼保一体化施設における合同

保育を段階的に進めるとともに、

合同保育の実践結果及び施設の

設置状況も踏まえ、認定こども園

の設置等についても検討を行う

など幼保の共用化を進めます。 

合同保育

実施 

(１箇所) 

 

 

 

合同保育

実施 

(２箇所) 

 

認定こど

も園設置

の検討 

合同保育

実施 

(３箇所) 

 

検討結果

に基づく

取組 

白山乳幼児教育センター・浜っ子幼児園に加え、高岡

幼稚園と高野保育園を第３モデル園に設定しました。 

ワーキング会議において合同カリキュラムの検討をす

るとともに、実施調整会議を開催し検証を行っています。 

また、認定こども園制度については、先進地視察を行

うとともに、本制度の仕組みや組織運営面、財政面など

総合的に検討を行いましたが、本市の公立保育所・幼稚

園ではデメリットが大きいことから認定こども園制度に

は移行しないものとします。 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 

 

教育委員会 

事務局 

教育研究支援課 

教育研究担当 
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29 道路路面復

旧業務及び

施設修繕業

務の効率化 

 道路路面復旧、施設修繕業務等

の効率化を図るため、単価契約方

式による対応が可能であるもの

については、市域を通じて単価契

約方式での委託業務への見直し

を図ります。 

単価契約

方式への

統一 

継続して

実施 

継続して

実施 

道路路面復旧、排水構造物清掃、道路反射鏡設置、区

画線設置等に係る委託業務の単価契約を行い、平成２１

年度には、路肩等草刈り、伐木等、病害虫防除に係る委

託業務についても、単価契約方式を導入しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

 

位置付け

なし 

建設部 

津北・南工事 

事務所 

管理担当 

30 建設作業（相

川）事務所の

執行体制の

見直し 

 全市域を対象とした効果的及

び効率的な執行体制の確立を図

るため、建設作業（相川）事務所

に係る所掌業務及び所管区域の

見直しを行います。 

所管区域

及び所掌

業務の見

直し 

継続して

実施 

継続して

実施 

平成２０年度に建設作業事務所の所管区域を全市域対

象としました。 

平成２１年度も引き続き、全市域を対象に作業を行い

ました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

 

位置付け

なし 

建設部 

津北・南工事 

事務所 

管理担当 

31 久居総合支

所における

各課直通電

話（ダイヤル

イン）の導入 

 現在、実施している電話交換業

務を廃止し各所管直通のダイヤ

ルイン方式とすることにより、経

費削減を図ります。  

ダイヤル

イン方式

の導入 

－ － 平成２０年１月にダイヤルイン方式を導入しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

久居総合支所 

地域振興課 

財産管理担当 

32 ごみステー

ションに係

る契約方法

の見直し 

 現在、随意契約により外部委託

を行っているごみステーション

の管理運営業務について、市場競

争原理による契約金額の縮減を

図るため入札方式を導入します。 

 

 

 

見直しに

向けた取

組 

契約方法

の見直し 

継続 ごみステーションの管理運営業務について、契約方法

に係る見直しを行い、指名競争入札を実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

香良洲総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 
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33 水道局組織

の見直し 

 行財政改革大綱を踏まえ簡素

で効率的な行政運営に向け、水道

事業所の在り方も含めた水道局

の組織機構について、住民ニーズ

への迅速な対応及び管理経費の

縮減等の観点から、適宜、必要な

見直しを行うこととします。 

 

見直しに

向けた検

討 

組織の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

平成１９年度、平成２０年度における分室の統合や本

局の担当組織の統合等の組織改正の検証を行い、検討し

た結果、平成２１年度は現行のままとしました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

水道局 

水道総務課 

経営管理担当 

34 

 
水道メータ

ー検針月の

統一化 

 現在、隔月又は毎月となってい

る水道メーターの検針業務につ

いて、経費縮減の観点から検針月

の統一化を図るとともに、外部委

託についての検討を進めます。 

 

統一化に

向けた取

組 

住民等へ

の周知 

 

検針統一

化の実施 

 

外部委託

の検討 

これまで、事務の効率化と事務経費の削減の観点から、

隔月検針への統一について検討してきましたが、利用者

の負担感による未収金増への懸念や、電気料金・ガス料

金等と同じ毎月検針を希望する利用者が多いこと等によ

り、市民サービスの観点から、隔月検針への統一は見送

ることとしました。 

 

 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

水道局 

営業課 

計量担当 

35 分遣所、分署

の在り方の

検討 

 火災、救急への同時対応など総

合的な消防救急力の向上を図る

観点から、分遣所及び分署の在り

方について検討します。 

 

在り方の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

「消防力適正配置に向けた消防署所整備方針」におい

て、適正配置の対象とした署所については、地域への説

明を行い、具体的な整備の方向性を決定し、順次、整備

に着手しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

消防本部 

企画調整室 

企画調整担当 

36 公共料金支

払管理シス

テムの導入 

 公共料金支払管理システムを

導入し、公共料金の支払方法を納

付書払いから口座振替払い（口座

引落）に改善することにより、支

払業務の効率化及び迅速化を図

ります。 

 

 

システム

導入に向

けた取組 

システム

導入 

継続して

実施 

平成２０年１０月から公共料金支払管理システムで、

公共料金の口座振替払い（口座引落）を実施しており、

今後も同システムを使用し、公共料金の口座振替払いを

行っていきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

会計管理室 

出納担当 



 

15 

37 公立幼稚園

の運営等の

見直し 

 幼小連携の充実など、公立幼稚

園としての特色ある教育内容の

充実を図るとともに、３歳児保

育、預かり保育など、保護者ニー

ズに対応のほか、一定園児数の確

保による教育内容の充実の観点

から小規模幼稚園の適正配置に

向けた取組を進めます。 

 

運営の在

り方等の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

幼稚園・小中学校在り方検討委員会で、少人数園の在

り方や給食や預かり保育の充実等について検討しまし

た。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

教育研究支援課 

教育研究担当 

38 小中学校の

活性化 

 学校規模の適正化を踏まえ、小

中学校の活性化、小中一貫教育の

推進を進めるなど、教育内容の充

実を図り、小学校の適正配置につ

いて検討していきます。 

活性化及

び統廃合

に向けた

検討及び

小中一貫

教育の推

進 

検討結果

に基づく

取組 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

平成２２年４月に太郎生小学校と美杉小学校が統合

し、美杉地域では小学校1校、中学校1校となります。 

また、芸濃地域については、複式学級解消の方策とし

て椋本小、雲林院小、安西小の３校を統合して活性化す

る方向で検討を開始しました。 

なお、その他の地域についても引き続き検討していき

ます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

教育研究支援課 

教育研究担当 

39 通学区域の

弾力的運用 

 通学区域については、保護者や

子どもの諸事情に配慮したより

良い教育環境を提供するため、通

学区域審議会を設置し、通学区域

の弾力的運用を図るための見直

しを図るとともに、小中学校の適

正配置についての検討結果を踏

まえた通学区域を検討します。 

通学区域

の見直し

及び検討 

継続して

取組 

継続して

取組 

小学校の適正配置に係る課題を整理し、津市通学区域

審議会を開催しました。 

今後、当該審議会の内容等も踏まえ、引き続き検討し

ていきます。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

 

教育委員会 

事務局 

学校教育課 

学務担当 

40 

 
成人式の開

催方法の検

討 

 現在、地域活動振興予算により

各地域で開催している成人式に

ついて、一体性を高める観点か

ら、全市一本化開催に向けた検討

を進めます。 

検討結果

に基づく

実施 

－ － 平成２０年１月から成人式を一本化して開催していま

す。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

青少年担当 
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41 津市文化振

興事業の見

直し 

 津市文化振興事業と各施設等

が行っている事業の整理を行う

ことにより、経費節減を図るとと

もに、各地域の特性や各施設等の

特性を生かした事業実施に向け

た見直しをします。 

 

 

事業の在

り方の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

－ 文化振興事業と市内各文化ホールの自主事業（地域活

動振興事業）との内容を整理し、平成２０年度から事業

別予算として一本化し、地域の特性や施設の機能を活か

した事業の取組ができるよう見直しました。 

H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

スポーツ文化 

振興部 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

管理担当 

42 教育集会所

の在り方の

検討 

 教育集会所について、現在の利

用状況、利用方法等を踏まえつ

つ、施設の在り方を検討します。 

施設の在

り方検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

教育集会所の利用状況の実態把握を行うとともに、各

教育集会所を所管する事務所の意見聴取や地元住民・自

治会の意向確認を行いました。 

これらの結果を踏まえつつ、さらなる精査を行ない、

教育集会所として継続する、あるいは地域の意向も踏ま

え作業を進めています。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

人権教育課 

人権教育担当 

43 

 
放課後児童

健全育成事

業の運営管

理の見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

全市的なサービス提供の均衡を

図る観点から、放課後児童健全育

成事業（久居地域）について公設

民営化に向けた見直しを行いま

す。 

 

 

公設民営

化に向け

た協議 

公設民営

化に向け

た協議及

び準備 

公設民営

化の実施 

放課後児童健全育成事業（久居地域）については、平

成２１年度から公設民営化しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

青少年担当 

44 投票区の再

編 

 現行の投票区から、選挙人の利

便性に配慮しつつ、投票区の統

合・分割について検討を進め、投

票所の見直し及び投票区の再編

を図ります。 

投票区等

の見直し 

( ６投 票

区減) 

投票区等

の見直し 

投票区等

の見直し 

これまで、当初から９投票区（１３１投票区から１２

２投票区）の減数を実施してきました。今後も引き続き、

さらなる投票区の再編について、調査、検討を継続して

いきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

選挙管理委員会事

務局 

選挙担当 
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ウ 本庁と総合支所における役割分担の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

45 本庁と総合

支所の役割

の見直し 

 職員数の削減を踏まえ、本庁と

総合支所の役割の見直しを図り

ます。 

見直しに

向けた検

討 

役割の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

本庁への事務の集約化や効率的な執行体制の確立に向

け、本庁や総合支所の現況等の把握を行い、総合支所に

おける地域振興の推進体制を整備するとともに、市営住

宅課業務等の一部業務の本庁への集約等の見直しを行い

ました。（平成２２年４月１日施行） 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

46 出張所の再

編整備 

 

（出張所の

統廃合） 

 効率的な行政運営を図るため、

再任用職員の活用を図るととも

に、２６出張所の適正配置を検討

しながら、再編整備に向けた取組

を進めます。 

前期計画

策定 

(旧津12

出張所) 

 

 

 

 

 

－ 

地元説明 

 

前期計画

実施 

 

 

 

 

 

後期計画

策定 

( そ の他

14 出 張

所) 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元説明 

 

 

津地域における１２出張所（前期計画分）については、

平成２１年４月から、基幹となる出張所（３出張所）及

び一般の出張所（９出張所）として新たな運用を開始し

ました。 

 

 

 

津地域以外の１４出張所については、これまで適正配

置について検討してきましたが、後期計画の策定には至

っておりません。 

今後は、現行の配置を基本に、地域の実情に応じた効

率的な運営方法について、引き続き検討していきます。 

H19 

○ 

H20 

(◎) 

H21 

(－) 

 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 

 

 

各総合支所 

地域振興課 

総務担当 

 

47 建設工事事

務の円滑化 

 職員の集中化により事業の円

滑な推進と事務の効率化を図る

ため、現在の総合支所の所掌事務

を久居工事事務所が一部担うこ

とも含め、本庁、久居工事事務所

及び総合支所の所掌事務の見直

しを行います。 

 

見直しに

向けた検

討 

段階的な

見直し 

検証及び

必要な見

直し 

平成２０年度に引き続き、津北・南工事事務所におい

て、建設部門の一部を受け持ち、事業の円滑な推進と事

務の効率化を図りました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

建設部 

津北・南工事 

事務所 

管理担当 
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エ 公正の確保と透明性の向上 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

48 パブリック

コメント制

度の導入 

 本市の政策等に係る意思決定

過程における住民参加並びに公

平性及び透明性の確保を図るた

め、パブリックコメント制度を導

入します。 

制度導入 － － 平成１９年度にパブリックコメント制度を導入しまし

た。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

市民部 

市民交流課 

広聴相談担当 

49 計画的な財

務監査及び

行政監査の

実施 

 庁内の財務監査及び行政監査

はもとより、本市の財政援助団体

等のほか、指定管理者に係る財務

監査も含め、計画的な監査を進め

ます。 

計画的な

監査の実

施 

継続して

実施 

継続して

実施 

監査対象は本庁舎内の部局等のほか、９つの総合支所

をはじめ、出張所や学校などが広範囲に設置されている

ため、地域内ごとの監査対象の立地などを考慮して、監

査計画を作成し、効率的な監査を実施しました。 

さらに、財政健全化判断比率の審査については、担当

者６人を２班編成（各３人）し、効率的かつ効果的な予

備調査を行いました。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

監査事務局 

監査担当 

50 内部の事務

処理に係る

管理体制の

充実 

 内部の事務処理に係る公正性

を確保するため、事務の簡素化、

効率化に向けた見直しに併せて、

管理体制についても常に見直し

を図ります。 

 

管理体制

の見直し 

検証及び

必要な見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

総合支所機能の見直し、事務分掌の見直し等に合わせ、

個々の事務の執行方法について見直しを行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

全庁 

51 包括外部監

査制度の検

討 

 包括外部監査制度について、費

用対効果も含めた導入の是非に

ついて検討を進めます。 

導入の是

非につい

ての検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

他市の事例状況からメリットが少ないことや、本市の

監査委員に公認会計士を配置していることから、当面の

間、包括外部監査制度の導入は行わないこととしました。 

今後は、組織的な内部監査機能の強化も視野に入れた

内部統制の体制づくりの検討を進めます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 
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オ 行政評価に係るシステムの構築 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

52 行政評価シ

ステムの構

築 

 一定予算の枠配分方式の導入

と相まって、各所管が事業の実施

効果等を主体的に評価し、その評

価結果が、その後の施策展開に反

映できる行政評価システムの構

築を進めます。 

システム

の構築 

システム

の導入 

導入結果

の見直し

と必要な

見直し 

平成２０年度から行政評価システムを試行的に導入し

ました。 

これに基づき４月に政策評価及び業績評価の目標設定

を、６月に事務事業評価を、１０月に政策評価及び業績

評価の中間点検をそれぞれ実施しＰＤＣＡマネジメント

サイクルの具体化に繋げてきました。 

今後も、試行期間中の課題等を踏まえ、当該システム

に改善・改良を加え、実効性のあるシステム運用を目指

します。 

 

 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

 

２ 民間活用の在り方 

 

 ア 外部委託等の推進 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

53 旅費計算事

務の外部委

託 

 旅費額の計算については、外部

委託による事務の効率化による

人件費の削減及び旅費支出額の

抑制を図ります。 

 

実施方法

の検討 

外部委託

の実施 

継続して

取組 

現在、旅費計算業務については、会計管理室が管理す

る市販の計算ソフトを利用することで、担当者の事務軽

減を図っているところです。 

外部委託の導入については、これまで検討してきまし

たが、メリットが少ないことから、当該業務に係る外部

委託は導入しないこととしました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

54 ごみ収集業

務（直営分）

の外部委託

の推進 

 現在、直営及び外部委託の併用

により実施しているごみ収集業

務について、民間活用の推進及び

経費縮減等を図るため、外部委託

の推進を図ります。 

外部委託

に向けた

検討 

外部委託

に向けた

検討 

検討結果

に基づく

取組 

久居地域の直営業務の民間委託に向けた取組を行い、

平成２２年４月から実施します。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

環境部 

環境事業課 

管理担当 
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55 設計業務等

に係る外部

委託の検討 

 効率的な事務の執行を図るた

め、設計業務等に係る外部委託の

在り方について検討を進め、職員

の技術力の育成と業務量の変化

に対応できる効率的な執行体制

の両立を目指します。 

 

外部委託

の在り方

に向けた

検討 

段階的な

外部委託

の実施 

段階的な

外部委託

の実施 

道路新設改良、都市公園整備等に係る設計、下水道に

係る測量設計の外部委託を実施し、平成２１年度には、

他課からの依頼工事に係る測量・設計の外部委託も実施

しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

公共工事 

施工所管 

56 水道料金収

納業務の外

部委託 

 水道料金の徴収事務について、

外部委託を図ることにより徴収

経費の削減及び収納率の向上を

図ります。 

 

 

外部委託

の実施 

－ － 平成１９年度から水道料金収納業務の外部委託を実施

しています。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

水道局 

営業課 

料金担当 

 

イ 公共施設の在り方の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

57 津市地域情

報センター

の管理運営

方法の見直

し 

 民間ＩＤＣ（データセンター）

の利活用による安全・安心な基幹

系サーバー等の稼働環境を確保

しつつ、津市地域情報センターの

管理運営方法の見直しに向けた

検討を進めます。 

 

基幹系サ

ーバー移

設及び管

理運営方

法の検討 

検討結果

に基づく

取組 

 

検討結果

に基づく

取組 

民間ＩＤＣの利活用により、安全・安心な基幹系サー

バの保守の維持に努めました。 

また、平成２１年４月から地域情報センターの運営に

一部外部委託を導入しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

情報企画課 

情報システム 

運用担当 

58 津リージョ

ンプラザ管

理運営方法

の見直し 

 津リージョンプラザについて、

民間活力の導入による市民サー

ビスの向上及び経費縮減を図る

ため、関係所管とともに指定管理

者制度の導入も含めた管理運営

方法の見直しについて検討しま

す。 

 

管理運営

方法の検

討 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

 

指定管理者制度導入も含めた管理運営方法の見直しを

行ってきましたが、指定管理者制度導入のメリットが見

込めないことから、当該制度は導入しないこととしまし

た。 

なお、管理運営方法の見直しを行い、平成２１年４月

より舞台設備管理操作業務の全面民間委託を実施しまし

た。 

H19 

△ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

スポーツ文化 

振興部 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

管理担当 
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59 久居斎場の

管理運営方

法の見直し 

 久居斎場について、民間活力の

導入による市民サービスの向上

及び経費縮減を図るため運営業

務の外部委託に向けた取組を進

めます。 

委託に向

けた施設

改修の計

画策定 

委託に向

けた施設

改修の取

組 

委託に向

けた施設

の改修 

 

久居斎場の管理運営方法については、当初、外部委託

に係る施設改修を必要としていましたが、委託業者への

技術指導等により委託が可能となったため、平成２０年

１１月から外部委託に移行しました。 

このことにより、現在、火葬等の葬祭業務を外部委託

により実施しています。 

 

 

 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

市民部 

市民課 

戸籍・管理担当 

60 クリーンセ

ンターおお

たか等に係

る運転管理

業務の一部

外部委託化

等 

 現在、直営により２４時間体制

で運転管理を行っているクリー

ンセンターおおたかについて、運

転管理経費の縮減を図るため深

夜及び準深夜の運転管理業務の

外部委託を行うとともに、全面委

託についての検討を進めます。 

 なお、河芸美化センターの効率

的かつ効果的な運営を図るため、

外部委託についても検討を進め

ます。 

 

 

外部委託

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

外部委託

の実施 

平成２１年１０月１日から深夜・準深夜勤務委託を導

入しました。委託化に伴い正規職員６名、臨時職員１名

減となりました。 

また、当センターから異動となった職員のうち正規職

員１名と臨時職員１名が河芸美化センターへ配置されま

した。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

環境部 

クリーンセンター 

おおたか 

業務担当 

61 公立保育所

の民営化に

向けた検討 

 入所児童の実態や公私保育所

の地域的なバランスなども考慮

しながら津、久居及び河芸地域に

おける民営化の導入を検討しま

す。 

 

 

 

民営化に

向けた検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

関係部局の職員で構成する公立保育所民営化検討会議

や外部の有識者の方による懇話会を平成１９年度に設置

しました。 

平成２１年度は、エリアの見直しや実施方法等の課題

についての検討を行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 
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62 阿漕塚記念

館への指定

管理者制度

の導入 

 阿漕塚記念館について、民間活

力の導入による市民サービスの

向上及び経費縮減を図るため、指

定管理者制度の導入に向けた取

組を進めます。 

 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

 

指定管理者制度の導入については、当該制度の導入の

メリットは少ないことから当面は現行の管理委託を継続

することとしました。 

なお、現行の使用料の減免措置について見直しを行い、

平成２２年４月以降、地域のコミュニティ活動を行う団

体等の趣味的活動等について、従来の全額免除から半額

免除とすることとしました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

商工観光部 

観光振興課 

観光管理担当 

63 勤労青少年

ホームの廃

止 

 勤労青少年ホームについて、施

設の老朽化が著しく、また利用者

等のニーズも変化していること

から廃止することとします。 

 なお、若者の社会的自立及び職

業的自立を行う観点から、現在の

勤労青少年講座は内容精査を行

い、市内既存施設の活用による開

催を検討します。 

利用者へ

の周知 

 

講座内容

の精査 

ホームの

廃止 

 

他施設で

の講座開

催 

 

－ 

 

－ 

勤労青少年ホームは平成１９年度で廃止しましたが、

勤労青少年講座については、市内既存施設を活用して開

催しています。 

H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

商工観光部 

商業労政振興課 

労政担当 

64 サン・ワーク

津への指定

管理者制度

の導入 

 サン・ワーク津について、民間

活力の導入による市民サービス

の向上及び経費縮減を図るため、

指定管理者制度の導入に向けた

取組を進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理者制度の導入に向けた検討の中で、施設の老

朽化に伴う空調設備改修工事や屋上防水改修工事等が必

要となったことから、これら一連の改修工事を実施しま

した。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

商工観光部 

商業労政振興課 

労政担当 

65 新町ポンプ

場維持管理

業務に係る

外部委託の

拡大 

 現在、臨時職員により実施して

いる新町ポンプ場の日常的な清

掃及び沈砂掻揚機の運転等の場

内維持管理業務について、現行の

ポンプ場巡視点検業務の委託に

加えることにより、経費節減等を

図ります。 

 

外部委託

の拡大 

－ 

 

－ 

 

臨時職員により対応していた新町ポンプ場の清掃及び

沈砂掻場機の運転等の場内維持管理業務について、平成

１９年度に津地区内ポンプ設備点検整備（巡視）業務委

託に加えました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

下水道部 

下水道施設課 

施設担当 
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66 給食提供の

在り方（セン

ター化等）の

検討 

 給食施設の老朽化及び衛生管

理面の状況を踏まえ、より安全安

心な給食の提供を行うため、また

地域による中学校給食実施の格

差を解消するために、効率的な給

食業務の運営について、センター

化も視野に入れた検討をします。 

 

実施方法

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

給食未実施となっている津・久居地域の中学校１１校

について、平成２３年度中の供用開始に向け、学校給食

センターの建設及び受入中学校１１校の施設改修に係る

設計業務委託契約をそれぞれ締結しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

学校教育課 

保健・給食担当 

67 体育館、野球

場及びグラ

ウンド等ス

ポーツ施設

への指定管

理者制度の

導入 

 

 

 体育館、野球場及びグラウンド

等スポーツ施設について、民間活

用の導入による市民サービスの

向上及び経費縮減を図るため、指

定管理者制度の導入に向けた取

組を進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

対象となるスポーツ施設について、指定管理者制度の

導入には至っておりません。 

なお、当該制度の導入が考えられる安濃中央総合公園

内の運動施設（体育館、テニスコート、野球場、フット

サルコート等）について、引き続き検討を行っていきま

す。 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

スポーツ文化 

振興部 

スポーツ振興課 

スポーツ振興 

担当 

68 公民館の在

り方の検討 

 各公民館の活動状況、利用状況

等、その必要性を勘案し、施設の

統廃合等を視野に入れた検討を

します。 

適正配置

に向けた

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

「公民館の現状についての調査」をもとに、公民館の

組織を含め、生涯学習スポーツ審議会公民館分科会、社

会教育委員の会議等で検討を行い、試案を作成しました。 

今後は早期に見直しを実施していきます。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

公民館事業担当 

69 片田浄水場

運転管理業

務の一部委

託 

 現在、直営により管理運営を行

っている片田浄水場について、そ

の業務の一部を外部委託するこ

とにより経費縮減を図ります。 

 

 

外部委託

の検討 

外部委託

の実施 

外部委託

の継続 

施設改築を優先し、改築後に外部委託を検討すること

としたことから、施設改築に向け、耐震診断を実施しま

した。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

水道局 

浄水課 

浄水管理担当 
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70 津市久居総

合福祉会館

への指定管

理者制度の

導入 

 津市久居総合福祉会館につい

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図

るため、指定管理者制度の導入に

向けた取組を進めます。 

 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

指定管理者制度の導入については、経費面や運営面等

から検証したところ、現行の直営と比べ優位性等の確認

ができなかったことから、当該制度を導入しないことと

しました。 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

久居総合支所 

福祉課 

福祉担当 

71 榊原自然の

森温泉保養

館（湯の瀬）

への指定管

理者制度の

導入 

 榊原自然の森温泉保養館につ

いて、民間活力の導入による市民

サービスの向上及び経費縮減を

図るため、指定管理者制度の導入

に向けた取組を進めます。 

指定管理

者制度の

導入に向

けた検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理者制度の導入に際し、施設の現状が大きな課

題となることから、平成２１年度には熱交換器の取り替

え等を行うとともに、「湯の瀬経営改善計画」を策定しま

した。 

当該計画の下、施設の老朽化に伴う計画的な修繕に努

め、引き続き指定管理者制度の導入に向けた取組を進め

ます。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

久居総合支所 

地域振興課 

産業振興担当 

72 河芸ほほえ

みセンター

の管理運営

方法の見直

しに係る検

討 

 河芸ほほえみセンターについ

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図

るため、関係所管とともに指定管

理者制度の導入も含めた管理運

営方法の見直しについての検討

を進めます。 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理者制度の導入に向け検討を行ってきました

が、河芸ほほえみセンターは、使用料減免団体の利用が

多く、収益性の低い施設となっています。このため指定

管理者制度の導入効果が低いことから、当該制度を導入

しないこととしました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

市民福祉課 

福祉担当 

73 芸濃保健福

祉センター

の管理運営

方法の見直

しに係る検

討 

 芸濃保健福祉センターについ

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図

るため、関係所管とともに指定管

理者制度の導入も含めた管理運

営方法の見直しについての検討

を進めます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理者制度の導入については、当該施設は庁舎と

一体となっていることから、今後も直営により管理を行

っていくこととしました。 

なお、保健福祉センター管理業務委託を庁舎日常管理

業務委託と一本化するなど経費の削減を行ってきまし

た。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

芸濃総合支所 

地域振興課 

総務担当 
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74 錫杖湖畔キ

ャンプ場及

び落合の郷

への指定管

理者制度の

導入 

 錫杖湖畔キャンプ場及び落合

の郷について、民間活力の導入に

よる市民サービスの向上及び経

費縮減を図るため、指定管理者制

度の導入に向けた取組を進めま

す。 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

指定管理者制度の導入については、これまでの取組の

中で地元において受入の希望もありましたが、安定かつ

継続した経営確保は困難であると判断し、当該施設は直

営方式により管理を行うこととしました。 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

芸濃総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

75 錫杖湖水荘

への指定管

理者制度の

導入 

 錫杖湖水荘について、民間活力

の導入による市民サービスの向

上及び経費縮減を図るため、指定

管理者制度の導入に向けた取組

を進めます。 

 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

指定管理者制度の導入については、これまでの取組の

中で地元において受入の希望もありましたが、安定かつ

継続した経営確保は困難であると判断し、当該施設は直

営方式により管理を行うこととしました。 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

芸濃総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

76 高齢者生活

福祉センタ

ーの管理運

営方法の見

直し 

 高齢者生活福祉センターにつ

いて、管理運営経費の縮減を図る

ため、管理運営方法の在り方や使

用料等について同種の施設の所

管とともに検討を行い、その結果

を踏まえた見直しを進めます。 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

－ 高齢者生活福祉センターについて、指定管理者制度の

導入も視野に入れた検討を行った結果、管理運営経費の

大きな縮減効果が見込めないこと及び利用者が高齢者で

あることから直営から指定管理者に移行することによる

利用者への影響が大きい点等を鑑み、直営による管理運

営を継続することとしました。 

H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

美里総合支所 

市民福祉課 

福祉担当 

77 津市美里農

産物加工セ

ンターへの

指定管理者

制度の導入 

 津市美里農産物加工センター

について、民間活力の導入による

市民サービスの向上及び経費縮

減を図るため、指定管理者制度の

導入に向けた取組を進めます。 

 

指定管理

者制度の

導入 

－ － 平成１９年４月から指定管理者制度を導入しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

美里総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 
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78 農村集落多

目的共同利

用施設への

指定管理者

制度の導入

に向けた検

討 

 安濃地域の農村集落多目的共

同利用施設について、民間活力の

導入による市民サービスの向上

及び経費縮減を図るため、指定管

理者制度の導入に向けた取組を

進めます。 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

これまで、指定管理者制度の導入に向けた検討を行っ

てきましたが、当該施設の利用実態から制度導入の効果

が望めないため、当該制度は導入しないこととしました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

安濃総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

79 サンヒルズ

安濃の管理

運営方法の

見直しに係

る検討 

 サンヒルズ安濃について、民間

活力の導入による市民サービス

の向上及び経費縮減を図るため、

関係所管とともに指定管理者制

度の導入も含めた管理運営方法

の見直しについての検討を進め

ます。 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理者制度の導入については、当該施設が複合施

設であるため運営が複雑であることなどから当該制度は

導入しないこととしました。 

なお、舞台設備管理業務について、委託業務内容の見

直しを行い経費の縮減を図りました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

安濃総合支所 

地域振興課 

総務担当 

80 サンデルタ

香良洲の管

理運営方法

の見直しに

係る検討 

 サンデルタ香良洲について、民

間活力の導入による市民サービ

スの向上及び経費縮減を図るた

め、関係所管とともに指定管理者

制度の導入も含めた管理運営方

法の見直しについての検討を進

めます。 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

これまで、指定管理者制度の導入も含めた検討を行っ

てきましたが、当該施設は臨時職員３名で管理運営を行

っており、当該制度の導入は経費の増加となることから、

当該制度は導入しないこととしました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

香良洲総合支所 

地域振興課 

総務担当 

81 とことめの

里一志の管

理運営方法

の見直しに

係る検討 

 とことめの里一志について、民

間活力の導入による市民サービ

スの向上及び経費縮減を図るた

め、関係所管とともに指定管理者

制度の導入も含めた管理運営方

法の見直しについての検討を進

めます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

これまで、指定管理者制度の導入も含めた検討を行っ

てきており、施設修繕等の環境整備を進める中、平成２

１年度に年次修繕計画を策定しました。 

今後も引き続き、管理運営方法について検討していき

ます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

一志総合支所 

地域振興課 

総務担当 
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82 一志浄化セ

ンターの廃

止 

 一志浄化センターについて、流

域下水道の整備に伴い廃止しま

す。 

センター

の廃止 

－ － 平成１９年４月に廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

一志総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

83 レークサイ

ド君ケ野の

管理運営方

法の見直し 

 レークサイド君ケ野について、

管理運営検討会議の設置し、宿泊

施設の在り方や民間活力の導入

も含めた管理運営方法の見直し

についての検討を行い、経営状況

の改善に向けた取組を進めます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

これまで、レークサイド君ヶ野管理運営検討会議を活

用するなど当該施設の管理運営方法について検討を行っ

てきました。 

これらの検討を踏まえ、森林セラピー基地の拠点施設

コーナーの併設や宿泊プランの設定を行うとともにＰＲ

に努め、経営状況の改善に向け、さらなる集客に努めま

した。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

美杉総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

 

84 美杉地域産

物加工販売

施設への指

定管理者制

度の導入 

 美杉地域産物加工販売施設に

ついて、民間活力の導入による市

民サービスの向上及び経費縮減

を図るため、指定管理者制度の導

入に向けた取組を進めます。 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

これまで、指定管理者制度の導入について検討を行っ

てきましたが、森林セラピー基地の拠点施設として本市

が直接的に地域と連携して取り組む必要があるため、引

き続き直営施設として運営を行うこととしました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

美杉総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 

85 スカイラン

ドおおぼら

の施設管理

業務の外部

委託の推進 

 現在直営で運営管理を行って

いるスカイランドおおぼらにつ

いて、管理業務の一部外部委託を

行うことにより、経費縮減を図り

ます。 

外部委託

の検討 

外部委託

の実施 

外部委託

の継続 

これまで、パターゴルフ場等の外部委託について検討

を行ってきましたが、メリットが少ないことから、引き

続き直営施設として運営を行うこととしました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

美杉総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 
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ウ 外郭団体の在り方の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

86 出資・出捐団

体に係る経

営状況の把

握 

 本市が出資・出捐する団体につ

いて、経営状況の健全化に向けた

取組を進めるため、指針の作成の

下、定期的に経営状況を把握する

とともに、改善が必要とされた団

体については健全化に向けた取

組を求めていきます。 

 

 

指針の策

定及び点

検 

必要とさ

れる関与

の見直し 

必要とさ

れる関与

の見直し 

関係所管課において経営状況確認シートを作成し、外

郭団体等の決算状況等の把握・分析等に活用しました。 

また、今後も更なる外郭団体等との関与の在り方の見

直しを図るため、経営分析や事業の必要性等の検証を行

いながら、その評価等も視野に入れた「外郭団体の見直

しに係る指針」の作成に向け、検討を進めます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

関係所管課 

 

87 津市社会教

育振興会へ

の関与の見

直し 

 津市野外活動センターの運営、

維持・管理、青少年健全育成事業

の実施を行っている財団法人津

市社会教育振興会について、今後

の関与の在り方の見直しを図り

ます。 

 

 

関与の見

直しに向

けた検討

及び協議 

必要とさ

れる関与

の見直し 

必要とさ

れる関与

の見直し 

津市野外活動センターの運営、維持・管理を効果的・

効率的に行うため、財団法人津市社会教育振興会の組織

強化のための公益法人へのスムーズな移行をするように

指導・助言を行っていくとの見直しを行いました。 

 

 

H19 

△ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

生涯学習振興 

担当 

 

エ 地域との協働に向けた検討 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

88 各種国内交

流事業の見

直し 

 国内の交流都市に係る各種交

流事業の効率化を図るため、合併

前にそれぞれの地域において地

域振興等の目的で行政が関与し

実施していた国内都市等との交

流事業について、実施主体を住民

団体へ移行します。 

 

 

交流都市

及び団体

との協議 

協議結果

に基づく

取組 

協議結果

に基づく

取組 

平成１９年度に日本三津交流のまつり交流への派遣・

受入補助金の廃止や事務担当者会議の廃止等を行い、各

交流事業担当者等との情報交換や事業調整を引き続き行

いました。 

また、学校交流やスポーツ交流等は、民間団体へ移行

しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

市民部 

国際・国内 

交流室 

国際・国内 

交流担当 
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89 自治会連合

会事務局事

務の見直し 

 公的関与のあり方の観点から、

自治会連合会事務局としての事

務について、団体の自立を目指し

た取組を進めます。 

 

 

 

自治会連

合会との

協議 

自治会連

合会との

協議 

協議に基

づく見直

し 

津市自治会連合会事務の見直しについては、平成２１

年度から事務局職員が雇用され、自主運営に取り組んで

います。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 

90 環境フェア

の主催の移

管 

 現在、市主催により実行委員会

形式で開催している環境フェア

について、これまで以上に環境意

識の高揚を図るため、住民主導に

よる実行委員会等への移行を推

進します。 

 

 

実行委員

会等によ

る主催に

向けた取

組 

実行委員

会等によ

る主催に

向けた取

組及び協

議 

実行委員

会等の主

催による

開催 

市民公募及び推薦により２１人の市民（市民団体）が

参画する実行委員会を立ち上げ、会議を開催し、平成２1

年度の事業を実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

環境部 

環境政策課 

企画管理担当 

91 都市公園等

に係る管理

委託の拡大 

 地域に密着した公園について

は、市民との協働の観点から公園

利用者である地元自治会等の自

主的な維持管理を促進するため、

地元自治会等への維持管理の委

託の拡大を進めます。 

 

 

段階的な

委託の拡

大 

継続して

取組 

継続して

取組 

平成２１年度は、新規公園１０箇所増の５１５公園の

うち、地元管理委託契約は昨年度と比較し、２公園増の

４３３公園を２６２団体と管理委託契約を締結しまし

た。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

建設部 

建設維持課 

公園担当 

92 各 ス ポ ー

ツ・レクリエ

ーション関

係団体の事

務局事務の

見直し 

 公的関与の在り方の観点から、

体育協会、レクリエーション協会

などのスポーツ・レクリエーショ

ン関係団体の事務局事務につい

て、団体の自主独立を目指した取

組を進めます。 

 

 

関係団体

との協議 

関係団体

との協議 

協議に基

づく見直

し 

津市体育協会等団体事務の自主自立に向け、団体の専

任による事務長を配置しました。 

今後は、事務所や嘱託職員の確保、また、財源の確保

などの課題解決に向け、具体的な取組について協議を進

めていきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

スポーツ文化 

振興部 

スポーツ振興課 

スポーツ振興 

担当 
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93 各社会教育

関係団体の

事務局事務

の見直し 

 公的関与の在り方の観点から、

ＰＴＡ連合会、婦人会連絡協議会

などの社会教育関係団体の事務

局事務について、団体の自主独立

を目指した取組を進めます。 

関係団体

との協議 

関係団体

との協議 

協議に基

づく見直

し 

ＰＴＡ連合会については、本年度から会計業務を担当

する事務員を１名雇用しました。また、会長、副会長及

び、ＯＢ会長参加の下に事務局体制の在り方について協

議を行い、今後５年をめどに事務局の自立を目指してい

くことを確認しました。 

婦人会連絡協議会については、事務局体制の支援のあ

り方や補助金の適正な執行及び自主財源の確保について

協議しました。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

生涯学習振興 

担当 

94 河芸地域体

育祭事業及

び各種スポ

ーツ大会の

統合及び主

催の移管 

 これまで市の委託事業として

実施してきた河芸地域体育祭事

業及び各種スポーツ大会につい

て、河芸地域体育振興事業として

統合を図るとともに、公的関与の

あり方の観点から、市民団体へ主

催を移管し、より地域に根ざした

市民参加型の事業展開を図りま

す。 

 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に事業の統合と主催の移管を行いまし

た。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

95 津市河芸文

化祭事業等

の実施主体

の移管 

 これまで市の委託事業として

実施してきた津市河芸文化祭事

業、かわげライトミュージックラ

イブコンサート事業、河芸町子ど

も音楽会事業及び河芸アドベン

チャースクール事業について、公

的関与のあり方の観点から、市民

団体へ主催を移管し、より地域に

根ざした市民参加型の事業展開

を図ります。 

 

 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に主催の移管を行いました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 
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96 白山町ふれ

愛フェスタ

の実施主体

の移管 

 これまで市の委託事業として

実施してきた白山町ふれ愛フェ

スタについて、公的関与のあり方

の観点から、市民団体へ主催を移

管し、より地域に根ざした市民参

加型の事業展開を図ります。 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に主催の移管を行いました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

白山総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

 

 

３ 定員管理の在り方 

 

 ア 定員管理の適正化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

97 臨時職員の

削減及び雇

用形態の見

直し 

 簡素で効率的な執行体制を確

立するため、本庁舎及び総合支所

庁舎等における事務補助に係る

臨時職員（以下「事務補助職員」

という。）を削減します。また、

事務補助職員の効率的な活用を

図るために、雇用形態の多様化を

図ります。 

事務補助

職員数合

併前の1/2 

 

 

 

短時間勤

務形態の

導入 

業務執行

見直しに

よる一層

の削減 

 

 

 

各種業務

への短時

間勤務形

態の拡大 

各フロア

ー又は複

数部を単

位とした

配置によ

る減員 

 

時間単位

による雇

用形態の

検討・導入 

 

平成２１年度においては、正規職員によらず、臨時職

員等による対応が可能なものは、臨時職員等への巻き替

えを進めた結果、平成２０年４月１日付け及び平成２１

年４月１日付けの事務補助職員の人数を比較すると３人

増となったところです。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

総務部 

人事課 

人事政策担当 

98 定員管理の

適正化 

 定員適正化計画を速やかに策

定し、業務の集中や統合及び外部

委託の推進等を図ることにより、

平成２７年度の ２,５００人体

制を基本に早期達成を目指しま

す（平成２２年４月１日における

目標人員２，７１０人）。 

３０１３

人 

２９３０

人 

２８１０

人 

平成２１年度の退職等による１４７人減に対して、平

成２２年４月１日付け採用者等を６０人に抑制を行うと

ともに、組織改正による効果も含め、平成２２年４月１

日付けで２，７０６人とし、前年同日現在と比較し、８

７人の減としました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

人事政策担当 
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 イ 給与の適正化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

99 給与の適正

化（特別職

給） 

 常勤の特別職（市長等）の給与

については、津市特別職報酬等審

議会の意見も踏まえるとともに、

他市の状況も見据えつつ、引き続

き給与の適正化への取組みを推

進します。また、非常に厳しい財

政状況の中、暫定的な給与抑制に

努めます。 

 

 

 

暫定的な

削減 

(１０％以

内) 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

津市特別職報酬等審議会を開催し、特別職の給料及び

報酬の適正化の取組を続けています。 

また、平成２１年度も引き続き市長等の給料に対して

減額措置を行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

100 給与の適正

化（一般職

給） 

 職員の給与については、社会情

勢の変化や国の公務員制度改革

の動向等も踏まえ、国に準じた給

与制度の適正化を進めるととも

に、厳しい財政状況等を踏まえ、

人件費の抑制に努めます。 

特殊勤務

手当の削

減（業務の

実態等を

見据えた

削減） 

 

 

管理職手

当の暫定

的な削減 

(１０％以

内) 

 

 

 

職場環境

の検証等

により更

なる見直

し検討 

 

 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

職場環境

の検証等

により更

なる見直

し検討 

 

 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

前年度から引き続き、調整担当主幹級以上の管理職手

当の削減（１０％以内）を行うとともに、民間準拠方式

の人事院勧告を尊重し、国に準じて給与改定を行いまし

た。 

また、特殊勤務手当について、社会情勢や職場環境の

変化及び他市の状況等を踏まえて実態を精査し、１５手

当の廃止と１手当の減額に係る条例等の改正を行いまし

た。（平成２２年４月１日施行） 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 
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 ウ 人材育成の推進 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

101 人材育成  新たな課題に積極的にチャレ

ンジする優れた行動力を備えた

人材の育成を図るために、民間企

業の協力を得ながら、新たなリー

ダース研修や経営マネジメント

研修、民間企業等への派遣研修な

ど、時代に即応した新たな研修の

展開を図ります。 

人材育成

計画の策

定に向け

た取組 

人材育成

計画の策

定 

計画に基

づく育成

の継続 

人材育成基本計画策定推進プロジェクトチーム（プロ

ジェクトチームＧ）を中心として同計画（案）の策定を

進め、全庁的な検討を経て、平成２１年度末に当該計画

を策定しました。 

 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

研修担当 

 

 

 エ 人材評価システムの運用 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

102 人材評価制

度の充実 

 課長級以上職員を対象に人材

評価制度の試行を実施し、適正な

評価方法の在り方や給与への反

映方法の研究を進め、その結果を

踏まえ、本格的な実施を目指しま

す。 

試行実施 施行結果

の検証及

び見直し 

本格実施に

向け検討 

人材評価制度については、本年度から課長級以上の職

員（一部の職種等を除く。）を対象として試行実施し、「個

人の役割達成目標」の設定をするとともに、２月に評価

及び面談を実施しました。 

今後も引き続き、本格的な実施に向け取り組んでいき

ます。 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

人事課 

人事政策担当 

 

 

 

４ 健全な財政運営の在り方 

 

 ア 財政計画等の策定 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

103 財政計画の

策定 

 経常収支比率や公債費負担比

率等に係る目標となる指標を示

した財政計画を策定するととも

に、適宜、社会情勢等を踏まえた

見直しを図ります。 

計画策定 適宜見直

し 

適宜見直

し 

急激な経済情勢の悪化の影響や国における政権交代に

より、今後の推計等が困難であったことから、平成２２

年度において財政計画を策定します。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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104 ホームペー

ジへの広告

掲載の導入 

 新たな財源の確保の観点から、

市ホームページへの有料広告掲

載を導入します。 

有料広告

掲載の導

入 

－ － 平成１９年度に市ホームページへの有料広告掲載を導

入しました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

あり 

政策財務部 

広報室 

広報担当 

105 広報津への

広告掲載の

導入に係る

検討 

 新たな財源の確保の観点から、

広報紙全体の在り方の中で有料

広告掲載の可能性について検討

します。 

導入の可

能性の検

討 

－ － 平成２０年６月から広報津への有料広告掲載を導入し

ました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

あり 

政策財務部 

広報室 

広報担当 

106 ケーブルテ

レビ放送に

おける行政

チャンネル

への広告導

入の検討 

 新たな財源の確保の観点から、

ケーブルテレビ放送における行

政チャンネルへの有料広告掲載

の導入の可能性について検討し

ます。 

導入の可

能性の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

行政チャンネルは地域ケーブルテレビ放送事業者の放

送枠をリースして放送しています。 

この放送枠で広告掲載事業者を募集し放送する場合、

放送事業者が実施するＣＭ放送と競合することになり、

本市がリースしている放送枠の契約料等に影響が生じる

ことから、当該放送枠への有料広告掲載は導入しないこ

ととしました。 

 

 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

政策財務部 

広報室 

広報担当 

107 市税収納率

の向上 

 税負担の公平性の観点から、納

期内納付を推進するため口座振

替納付制度の推進や新たな収納

方法（コンビニ収納、カード収納）

の導入調査に努めるとともに、三

重地方税管理回収機構の活用の

ほか、公売の導入に向けた調査・

研究を進め、収納率の向上を図り

ます。 

収納率 

(現年度) 

97.6％ 

目標 

 

(過年度) 

16.8％ 

目標 

収納率 

(現年度) 

97.8％ 

目標 

 

(過年度) 

16.9％ 

目標 

収納率 

(現年度) 

98.0％ 

目標 

 

(過年度) 

17.0％ 

目標 

平成２１年９月から電話催告業務の民間委託を開始、

早期滞納者への電話催告及び口座振替の電話による推奨

を行いました。 

コンビニ収納については、軽自動車税につきまして平

成２１年度から取り扱いを開始しました。平成２１年度

のコンビニでの取り扱い件数は、２万２千件余りで約３

０％の利用率でした。また市県民税及び固定資産税、都

市計画税につきましては平成２２年度から実施いたしま

す。 

H19 

△ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

政策財務部 

収税課 

整理担当 
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      カード収納及びその他の収納方法については、引き続

き調査研究を続けます。 

三重地方税管理回収機構への移管については、平成２

１年度中に６４件、税額約３億６千万円を移管し、年度

中に約６千百万円を徴収しました。前年度移管した分も

含め平成２１年度中の徴収税額は約１億２千３００万円

となりました。 

公売については、平成２１年度に初めて自家用車の差

押を実施するなど徴収の強化を図るなか、インターネッ

ト公売を実施しました。年度内に２回実施し、自動車２

台を含む２３点を公売しました。 

 

平成１９年度収納率 

 現年度 ９７．５％ 

 過年度 １５．１％ 

平成２０年度収納率 

 現年度 ９７．６％ 

 過年度 １９．１％ 

平成２１年度収納率 

 現年度 ９７．７％ 

 過年度 ２２．２％ 

 

   

108 未利用地の

処分及び活

用 

 市有財産の効率的管理及び自

主財源の確保の観点から、未利用

となっている土地等について処

分を図るとともに、処分までの間

の有効活用を図ります。 

利用希望

調査及び 

処分等の

実施 

処分等の

実施 

処分等の

実施 

これまで、普通財産の未利用地のうち、平成１９年度

に４件、平成２０年度に３件売却を実施しており、平成

２１年度は、随意契約による売却２件と一般競争入札に

よる売却１件を実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

 

 

位置付け

あり 

政策財務部 

財産管理課 

財産管理担当 
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109 財政状況の

公表 

 市の財政状況について、広報津

やホームページのほかケーブル

テレビ放送における行政チャン

ネルを活用し、広く住民に情報提

供を図ります。 

 また、公表に際しては、公会計

における財務書類（貸借対照表、

行政コスト計算書など）の作成に

より、住民にわかりやすい公表に

努めます。 

 

広報津等

による公

表 

 

 

財務書類

の検討 

公表の継

続 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

公表の継

続 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

本市の決算状況や昨年度から施行された財政健全化法

に基づく財政指標などを、広報津、市ホームページ、行

政放送を通じて公表しました。 

また、新たに導入された地方公会計改革における財務

書類については、年度末に作成したことから、分析等を

行い平成２２年度早期に公表します。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

110 市場公募債

発行の検討 

 市民との協働の観点から市場

公募債の発行について検討しま

す。 

発行につ

いての検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

市場公募債の発行を行う場合、資金調達の観点からは、

現在の本市の縁故債調達と比較すると経費増となるもの

の、市民との協働及び施策への住民参加の観点からは、

一定の効果があると考えられます。 

このことから、市場公募債の効果、対象とすべき事業

などについて、引き続き、調査・研究を行います。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

111 ごみ収集車

への広告掲

載の導入 

 新たな財源の確保の観点から、

ごみ収集車への有料広告掲載を

導入します。 

有料広告

掲載の導

入 

－ － 平成１９年度にごみ収集車への有料広告掲載を導入し

ました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

あり 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

112 均衡ある市

営住宅家賃

への見直し 

 適正な公営住宅の家賃設定を

図るため、合併前において定額家

賃であった旧芸濃町、旧美里村、

旧一志町の公営住宅について負

担調整を図りつつ公営住宅法に

基づく応能応益制度に統一し、段

階的な家賃改定を図ります。 

 

段階的な

家賃改定 

(負担 

調 整 率

12.5％) 

段階的な

家賃改定 

(負担 

調 整 率

25.0％) 

段階的な

家賃改定 

(負担 

調 整 率

37.5％) 

負担調整措置に基づき計画どおり段階的な家賃改定を

実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

建設部 

市営住宅課 

入居担当 
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113 市営住宅家

賃の収納率

の向上 

 市営住宅家賃の収納率の向上

を図るため、滞納者に対して督促

状の取組を行うとともに、必要に

応じて明け渡し訴訟等の法的措

置の適用を図ります。 

収納率 

(現年度) 

85％目標 

 

(過年度) 

5.6%目標 

収納率 

(現年度) 

86％目標 

 

(過年度) 

5.7%目標 

収納率 

(現年度) 

88％目標 

 

(過年度) 

5.8%目標 

市営住宅家賃の収納率の向上を図るため、督促状の送

付(毎月)、催告状の送付(３ケ月毎)、平日の夜間訪問、

自宅及び会社への電話による納付指導等を行いました。 

  

 

平成１９年度収納率 

 現年度 ８３．７％ 

 過年度  ５．２％ 

平成２０年度収納率 

 現年度 ８０．７％ 

 過年度  ４．５％ 

平成２１年度収納率 

 現年度 ８２．８％ 

 過年度  ４．９％ 

 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

建設部 

市営住宅課 

入居担当 

114 住宅新築資

金貸付金の

回収率の向

上 

 住宅新築資金貸付金の回収率

の向上を図るため、滞納整理に鋭

意努めることに加え、特に過年度

滞納金への対応としては、必要に

応じて法的措置の適用を図りま

す。 

収納率 

(現年度) 

76％目標 

 

(過年度) 

3.1%目標 

収納率 

(現年度) 

77％目標 

 

(過年度) 

3.2%目標 

収納率 

(現年度) 

78％目標 

 

(過年度) 

3.3%目標 

住宅新築資金貸付金の回収率向上を図るため、督促状

及び催告書の送付、夜間徴収、滞納者への来庁要請、保

証人への納付協力要請等を行いました。 

  

 

平成１９年度収納率 

 現年度 ７１．８％ 

 過年度  ３．４％ 

平成２０年度収納率 

 現年度 ７２．４％ 

 過年度  ３．７％ 

平成２１年度収納率 

 現年度 ７０．２％ 

 過年度  ３．４％ 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

建設部 

市営住宅課 

住宅施策担当 
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115 下水道使用

料等の徴収

率の向上 

 使用者の負担の公平性の観点

から、納期内納付を推進するとと

もに、納付指導業務の強化を図り

ます。 

収納率 

(現年度) 

96.2％ 

目標 

 

(過年度) 

10.7％ 

目標 

 

 

 

 

収納率 

(現年度) 

96.4％ 

目標 

 

(過年度) 

11.2％ 

目標 

収納率 

(現年度) 

96.6％ 

目標 

 

(過年度) 

11.7％ 

目標 

上下水道料金の収納業務を民間に委託するとともに、

受益者負担金の未納者には職員による電話催告、夜間、

休日訪問などによる対応を行いました。 

また、供用開始後３年を経過してもなお公共下水道へ

未接続の世帯については、職員の臨戸訪問により水洗化

への指導を行い、使用料収入の向上に努めました。 

 

 

平成１９年度収納率 

 現年度 ９８．１％ 

 過年度 １４．３％ 

平成２０年度収納率 

 現年度 ９７．６％ 

 過年度 １９．４％ 

平成２１年度収納率 

 現年度 ９７．７％ 

 過年度 １７．６％ 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

下水道部 

下水道政策課 

業務担当 

 

 イ 補助金等の在り方並びに使用料及び手数料の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

116 補助金の見

直し 

 補助金については、交付に際し

ての基準や補助率等の考え方を

示した補助金交付指針を策定し、

その在り方等についての検証を

行い、より適正な補助金の執行を

目指します。 

 また、合併調整により不均衡と

なっている補助金については、早

期見直しを図ります。 

指針策定

及び見直

し 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

平成１９年度に補助金に係る交付指針を策定し、補助

金要綱及び当該指針等に基づき段階的な見直しを行いま

した。 

今後も引き続き、補助金の見直しに取り組んでいきま

す。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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117 福利厚生事

業補助金の

見直し 

 職員共済組合の行う共済給付

事業及び福利厚生事業の内、市補

助金の対象となる福利厚生事業

については、より効率的、効果的

な執行方法への見直しにより補

助金の削減を目指します。 

 

補助金の

削減 

10%削減 

補助金の

削減 

5%削減 

補助金の

削減 

5%削減 

福利厚生事業補助金については、事業内容を見直し、

平成１８年度の市補助金と比較すると、３年間で補助金

の約４分の１を削減しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

118 自治会への

公費支出の

見直し 

 合併調整に基づき一部に激変

緩和措置を採りながら支出して

いる自治会への公費について、新

たな基準の作成により交付金と

して一元化を図ります。 

新基準へ

の段階的

な移行 

新基準へ

の段階的

な移行 

新基準へ

移行 

合併後、激変緩和措置として交付してきた合併推進事

業補助金を含む従来の補助制度等を見直し、新たな基準

を適用して、統一的な制度の運用を開始しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 

119 国際交流関

係補助金の

見直し 

 合併前の久居地域、河芸地域及

び津地域に残った国際交流協会

等の統合を進め、事業の整理を行

うとともに補助金の一元化を図

ります。 

各種団体

との協議 

協会の統

合による

補助金の

一元化 

一元化に

基づく補

助の継続 

合併後に残った３地域の国際交流協会（津市、ひさい、

津市北部）について、平成２１年度末で統合調整が完了

し、平成２２年４月から統合することとなりました。 

これにより、補助金の一元化を図りました。 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

市民部 

国際・国内 

交流室 

国際・国内 

交流担当 

120 商工会への

事業補助の

見直し 

 合併調整に基づき、現在不均衡

となっている商工会への補助金

について見直しを図るとともに、

３つの商工会の一元化に向けた

検討を進めます。 

 

補助金見

直しに向

けた取組 

補助金の

見直し 

一元化に

向けた検

討 

商工会の補助金については、新たな算定基準を策定し、

補助金を縮減しました。 

また、商工会の一元化については、３商工会のうち、

津西商工会及び津みなみ商工会の２商工会が、平成２１

年４月１日に津市商工会として発足しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

商工観光部 

産業政策振興課 

企画管理担当 

121 木材振興対

策事業補助

金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

団体の自立を促進するため、交付

対象経費に係る補助割合の見直

しを図ります。 

 

 

関係団体

との調整 

補助割合

の見直し 

見直しに

基づく補

助の継続 

補助金交付額を対象事業経費の３分の１に相当する額

とし、事業の見直し等により補助金の減額となりました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

農林水産部 

林業振興室 

林業振興担当 
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122 生椎茸生産

組合等への

補助金の見

直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

一体的な農林業施策を展開する

ため、不均衡となっている各種団

体補助金について段階的に見直

しを行うとともに、運営的な補助

については廃止する方向で検討

します。  

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

運営費補

助の廃止 

平成２１年度から当該補助金を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

農林水産部 

林業振興室 

林業振興担当 

123 営農・生産団

体育成補助

金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

一体的な農林業施策を展開する

ため、不均衡となっている各種団

体補助金について段階的に見直

しを行うとともに、運営的な補助

については廃止する方向で検討

します。  

 

 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

運営費補

助の廃止 

平成２１年度から当該補助金を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 

124 土地改良事

業団体協議

会補助金の

見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

均衡ある土地改良事業団体の運

営を図るため、各土地改良事業団

体と協議会組織及び活動内容等

について調整を行い、新市土地改

良事業団体協議会を設立のもと

新たな制度による補助金の交付

を行う。 

 

各団体と

の協議 

補助金 

１０％削

減 

新たな制

度による

補助金交

付又は補

助金廃止 

見直し結

果に基づ

く取組 

平成２０年度と同様に、行財政改革推進に係る補助金

交付指針に基づき、事業費の２分の１に相当する額を上

限として補助金を交付しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画 

担当 

125 土地改良区

補助金の見

直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

均衡ある土地改良区の運営を図

るため、旧安濃町、旧白山町、旧

美里村の各土地改良区等への人

件費にかかる補助金等を廃止し

ます。 

各団体へ

の説明 

補助金廃

止 

－ 平成２０年度をもって当該補助金を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画 

担当 
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126 市単独生産

調整交付金

の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、生産

調整交付金については、国の動向

を見ながら、新たな制度を制定し

ます。 

新たな補

助制度制

定 

新たな制

度による

交付 

国の動向

を見据え

た見直し

の検討 

平成１９年度の生産調整交付金の額を３年間維持する

なか、各地域水田農業推進協議会と調整し交付金の縮小

を行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 

127 公園事業に

係る補助金

の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、旧安

濃町及び旧一志町における公園

施設の整備や修繕にかかる補助

を廃止します。 

 

団体等へ

の説明 

補助の廃

止 

－ 平成２０年度をもって当該補助金を廃止しました。 H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

 

 

位置付け

なし 

建設部 

建設維持課 

公園担当 

128 青少年団体

への補助金

の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、一部

不均衡となっている補助金の平

準化を図るとともに、新たな基準

の作成により適正な補助金の執

行を目指します。 

 

 

 

関係団体

等への協

議 

補助金の

見直し 

見直し結

果に基づ

く補助の

継続 

子ども会育成者団体、青少年育成市民会議及び地域等

青少年育成団体活動補助金について、各団体の補助基準

を再検討し、引き続き補助金の適正化を図ります。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

青少年担当 

129 河芸町青空

市推進事業

補助の見直

し 

 これまで補助事業として実施

してきた河芸町青空市推進事業

について、実施団体の努力により

自立運営が可能な状況になって

きていることから補助の廃止を

行ないます。 

 

 

補助の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該補助金を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 
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130 河芸直売所

推進事業補

助の見直し 

 これまで補助事業として実施

してきた河芸直売所推進事業に

ついて、実施団体の努力により自

立運営が可能な状況になってき

ていることから補助の廃止を行

ないます。 

 

 

補助の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該補助金を廃止しました。 H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

 

位置付け

なし 

河芸総合支所 

地域振興課 

地域振興担当 

131 使用料、手数

料の見直し 

 使用料、手数料については、コ

スト分析等を行うとともに受益

と負担の原則に基づく料金設定

の在り方に係る考え方を示した

指針を示し、料金の適正化に向け

た見直しを図ります。 

指針策定

及び見直

し 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

使用料、手数料について、一部、運動施設の利用区分

の見直しを行ったところですが、その他については、具

体的な見直しには至っていません。 

今後、使用料、手数料の見直しの方向性について、本

市の実態に即した見直しを引き続き行います。 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

△ 

 

位置付け

あり 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

132 橋南市民セ

ンター等の

利用料金等

の見直し 

 橋南市民センター等の効率的

な施設の維持管理を行うため、利

用実態に応じた利用料金を徴収

するとともに減免規定及び冷暖

房時の利用料金の見直しを図り

ます。 

減免規定

及び冷暖

房利用料

金の徴収

見直しに

向けた検

討 

検討結果

に基づく

見直し 

見直し結

果の継続 

平成２０年度から自治会や老人会等の地域を基盤とし

た公共的団体を除き利用料の半額と冷暖房費を徴収して

います。 

なお、企業が利用する場合は、従前どおり全額徴収と

しています。 

今後も引き続き、適正な使用料金体系の維持に努めま

す。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

市民部 

市民交流課 

市民活動担当 

 

健康福祉部 

福祉政策課 

企画管理担当 

133 会館・集会所

の施設使用

料金等の見

直し 

 現在、直営で維持管理を行って

いる会館・集会所等について、効

率的な施設管理を行うため利用

実態に応じた使用料金を徴収す

るとともに、減免規定及び冷暖房

時の使用料金の見直しを図りま

す。 

減免規定

及び冷暖

房利用料

金の徴収

見直しに

向けた検

討 

 

検討結果

に基づく

見直し 

見直し結

果の継続 

平成２０年度から自治会や老人会等の地域を基盤とし

た公共的団体を除き利用料の半額と冷暖房費を徴収して

います。 

なお、企業が利用する場合は、従前どおり全額徴収と

しています。 

今後も引き続き、適正な使用料金体系の維持に努めま

す。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

市民部 

市民交流課 

市民活動担当 
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134 老人福祉セ

ンター等の

使用料の見

直し 

 現在無料となっている、老人福

祉センター等の使用料について、

受益者負担の観点から、同種の施

設も含め、有料化に向けた検討を

進めます。 

 

有料化に

向けた検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

老人福祉センターの使用料については、設置当初から

使用料を無料としてきました。 

これまで、受益者負担の観点から、使用料の有料化に

ついて検討を行ってきましたが、高齢者福祉施策を検討

する中で当該センターが担う役割の大きさを勘案し、有

料化しないこととしました。 

 

 

H19 

○ 

H20 

△ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

健康福祉部 

福祉政策課 

企画管理担当 

135 公民館使用

料等の見直

し 

 受益と負担の原則に基づき公

民館使用料の見直しを図るとと

もに、公民館講座の内容を踏まえ

た講座受講料の見直しを図りま

す。 

使用料見

直しの検

討 

 

受講者負

担の見直

し 

 

 

使用料の

見直し 

 

 

見直し結

果の継続 

見直し結

果の継続 

 

 

見直し結

果の継続 

使用料の設定及び減免基準の見直しについて、生涯学

習スポーツ審議会公民館分科会、社会教育委員の会議等

で検討を行い、試案を作成しました。 

今後は早期に見直しを実施していきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

生涯学習課 

公民館事業担当 

136 体育館ほか

健康体育施

設の施設使

用料等の見

直し 

 施設使用料については、コスト

分析を行い受益と負担の原則に

基づく、適正料金に向けての見直

しをします。 

使用料改

定に向け

た取組 

使用料の

見直し 

見直し結

果の継続 

運動施設の使用料等の見直しについては、テニスコー

ト（１５施設）及び野球場（２施設、津球場と安濃球場）

に係る見直しを実施してきたところです。 

しかしながら、施設規模や建設年度等の格差が大きく、

費用対効果を見据えた施設の改廃等の課題を有している

ことから、残りの４７施設を対象に引き続き検討してい

るところです。 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

スポーツ文化 

振興部 

スポーツ振興課 

スポーツ振興 

担当 

137 矢頭中宮キ

ャンプ場使

用料の見直

し 

 矢頭中宮キャンプ場について、

経営改善の観点から使用料の見

直しについて検討します。 

見直しの

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

これまで、使用料の見直しについて検討を行ってきま

したが、施設の改修が必要との判断から、改修経費と見

直し後の使用料との費用対効果が望めないため、見直し

は行わないこととしました。  

なお、経営改善の観点から、当該施設の利用期間を８

ヶ月から５ヶ月間（５月から９月まで）に短縮し、管理

委託料の削減を図りました。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

一志総合支所 

地域振興課 

産業振興・環境 

担当 
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138 がん検診に

係る自己負

担額の見直

し 

 現在無料となっている７０歳

以上のがん検診の受診に係る自

己負担額について、年々増加する

経費に対応しつつ、今後について

も継続した実施を図るため、６９

歳までの受診者と同様の自己負

担額を徴収することとします。 

 

７０歳以

上受診者

の自己負

担額の導

入 

－ － 平成１９年度から各がん検診において、７０歳以上の

受診者の自己負担額を徴収しています。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

健康福祉部 

中央保健 

センター 

保健指導担当 

139 保育所入所

負担金（保育

料）の見直し 

 保育所入所負担金（保育料）に

ついては、国の動向などを見極

め、適切な時期に見直しを図りま

す。 

 

 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

平成２１年度についても、国の動向などに応じて保育

所入所負担金の改定を行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 

140 公立幼稚園

保育料の見

直し 

公立幼稚園保育料については、

国の徴収基準の改定を踏まえた

見直しをします。 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

幼稚園の在り方を検討する上において、近隣の市にお

ける保育料徴収基準の調査結果並びに住民サービスの観

点などを勘案し、本年度も見直しを行わないこととしま

した。 

今後も、引き続き近隣の市の保育料徴収基準の調査・

研究を進めていきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

 

位置付け

あり 

教育委員会 

事務局 

教育研究支援課 

教育研究担当 

141 介護保険料

の見直し 

 介護保険料については、第４期

保険事業計画に基づく給付見込

額を踏まえた見直しを図ります。 

見直しに

向けた調

査 

見直しに

向けた調

査及び検

討 

－ 第４期（平成２１年度から平成２３年度まで）の介護

保険料額を設定し、平成２１年度介護保険料を賦課しま

した。 

H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

 

 

位置付け

あり 

健康福祉部 

介護保険課 

介護保険担当 
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142 国民健康保

険料の見直

し 

 国民健康保険料については、国

の法改正並びに医療費の大幅な

変動等をふまえ、適宜見直しを図

ります。 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

平成２１年度の国民健康保険料の料率は、現行のまま

据え置きました。平成２２年度も国民健康保険料の料率

は現行のまま据え置きました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

健康福祉部 

保険年金課 

国民健康保険 

担当 

143 農業集落排

水使用料の

見直し 

 農業集落排水使用料について、

特別会計における独立採算の原

則の観点から、現状の経営状況に

おける全国的な水準等も踏まえ

た見直しを図ります。 

経営改善

への取組 

必要とさ

れる改定 

必要とさ

れる改定 

本市の農業集落排水使用料は、全国平均値及び類似団

体平均値と同水準であったこと、また、本市の公共下水

道使用料と比較したところ、上回る水準であったことか

ら、現行の料金体系のまま適正な運営に努めました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

あり 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画 

担当 

144 下水道使用

料の見直し 

 下水道使用料について、特別会

計における独立採算の原則の観

点から、現状の経営状況における

適正な見直しを図ります。 

 

経営改善

への取組 

－ － 平成１８年度決算に基づく経費の分析と、使用料対象

経費の精査を行い、今後の経常収支見通しを推計した結

果、当面は現行の使用料を据え置くこととしました。 

一方で、人口動態の変化など社会経済情勢の推移を踏

まえた排水需要予測とそれに伴う下水道整備の進捗状況

等を勘案しながら、毎年度、経常収支見通しの推計を行

い検討を続けます。 

 

H19 

◎ 

H20 

－ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

下水道部 

下水道政策課 

経営計画担当 

145 水道料金の

見直し 

 水道料金については、水道事業

基本計画策定のもと経費削減に

向けた取組を進めるとともに、地

方公営企業法に規定される経費

の負担の原則に基づき、必要とさ

れる水道料金の改定を行います。 

 また、簡易水道についても、水

道料金の見直しに併せた対応を

図ります。 

経営改善

への取組

及び経営

分析 

必要とさ

れる改定 

－ 平成２０年４月１日から料金改定を実施しました。 

 １ 水道料金改定率    １９．６７％ 

 ２ 新規給水加入金改定率 １９．５９％ 

H19 

○ 

H20 

◎ 

H21 

－ 

位置付け

なし 

水道局 

水道総務課 

経営管理担当 

簡易水道担当 

 

営業課 

料金担当 
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ウ 公共工事等のコスト縮減 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

146 公共工事の

コスト縮減 

 直接的な工事コストの縮減及

び間接的な時間的コスト縮減、

ライフサイクルコスト縮減、社

会的コスト縮減等を含めた公共

工事コスト縮減に関する行動計

画策定のもと、公共工事のコス

ト縮減を図ります。 

 

 

 

 

行動計画

策定及び

実施 

継続して

取組 

継続して

取組 

津市公共工事コスト縮減対策に関する行動計画に基づ

き、プレキャスト製品の活用、再生材の利用の促進を図

った設計及び工事を実施し、単価や工期短縮による経費

節減に努めました。 

今後も引き続き、工法検討など全庁的に検討を行って

いきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

公共工事 

関係所管 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

 

 エ 予算編成の仕組みの見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

147 枠配分予算

編成方式の

導入 

 限られた予算をこれまで以

上に効率的かつ効果的な運用

を図るため、より住民に密着し

た事業所管の権限と責任のも

とに一定の予算の編成を行う

枠配分方式の導入を図るとと

もに、その検証を図ります。 

 また、枠配分予算の対象とす

る経費については、段階的な枠

配分対象の拡大を図ります。 

 

 

経常的経

費につい

て実施及

び検証 

段階的な

枠配分対

象経費の

拡充に向

けた検討 

 

検討結果

を踏まえ

た取組 

枠配分予算編成方式は平成１９年度から導入してきて

おり、平成２１年度も枠配分方式での予算編成を行いま

したが、臨時職員賃金については、2,500 人体制を基本

とする定員管理の適正化の進捗により、実情に合った配

置が必要であったため、賃金の全て（従前は一部枠内経

費）を枠配分の対象外経費に変更し適正な予算計上に努

めました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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５ 電子自治体に向けた行政運営の在り方 

 

 ア 住民に便利な行政サービスの提供 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

148 文書管理シ

ステムの構

築 

 文書管理事務及び情報公開

事務等の効率的な執行を図る

ため、文書管理システムの段階

的な構築を図ります。 

 

システム

導入 

システム

拡充 

システム

拡充 

平成２１年度中においては、随時、機能の調整や保守

を行い、システムの安定稼働に努めるとともに、引き続

き、今後のシステムの改良等について検討しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

 

位置付け

なし 

総務部 

総務課 

文書・公開担当 

 

情報企画課 

情報企画担当 

149 申請等の電

子化の促進 

 住民の利便性と電子化の効

果の高い申請等について、電子

申請システムに反映・充実して

いくとともに、三重県及び県内

市町との共同化による広域的

取組を検討します。 

電子申請

の拡充 

 

共同化の

検討 

継続して

取組 

 

共同化の

検討 

継続して

取組 

 

共同化へ

の取組 

公共施設利用案内・予約システムについては、新規施

設の拡充を図りました。 

また、県内市町のシステム共同化の検討については、

三重県と県内市町において凍結状態となっていることか

ら、引き続き、状況を見定めていきます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

 

位置付け

あり 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

150 電子入札シ

ステムの構

築 

 三重県及び県内市町により

共同で検討を進めている電子

入札システムについて、導入の

際の本市における入札参加者

の利便性の向上や入札事務の

効率化等の視点も踏まえ、シス

テム構築に向けた取組を進め

ます。 

 

 

共同によ

るシステ

ムの検討 

システム

の構築に

向けた準

備 

システム

の構築 

ＡＳＰ方式による電子入札システムの導入に向け、機

能の検討、費用的検証及び課題の整理を行いました。 

 

 

※ ＡＳＰ方式とは、システムに必要なサーバ機器やソ

フトウェアを自前で導入するのではなく、ＡＳＰ事業

者が所有するビジネス用アプリケーションを、インタ

ーネットを通じてレンタルで使用する方式。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

 

調達契約課 

物品調達契約 

担当 

工事契約担当 
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 イ 効率的な行政事務の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

151 ＩＴ調達経

費の最適化 

 電算業務委託を始めとするＩ

Ｔ調達経費の削減及び最適化を

図るとともに、更なる最適化等

を図るため、第三者評価を実施

し、最適化計画を策定します。 

削減に向

けた取組

及び第三

者評価の

実施及び

計画策定 

 

 

 

計画に基

づく最適

化への取

組 

計画に基

づく最適

化への取

組 

公募型プロポーザルにより委託業者を決定しました。 

当該委託業者、業務担当課及び情報部門との３者によ

り、新基幹情報システム構築に向けた協議・調整を実施

しました。 

また、導入準備としてデータの移行・検証等を行いま

した。 

 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

152 統合型地理

情報システ

ム（ＧＩＳ）

の段階的整

備 

 防災等への活用による住民の

安全・安心及び全庁的な業務の

横断的効率化を図るため、三重

県及び県内市町とともに統合型

地理情報システム（ＧＩＳ）の

構築を段階的に進めます。 

 

 

ＧＩＳの

基盤構築 

一部運用

及び拡充 

一部運用

及び拡充 

基図として、三重県共有デジタル地図共同整備運営事

業により作成した共有デジタル地図を登載し共有化を行

うとともに、システムのレスポンス向上に向けた取組を

行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

位置付け

なし 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

153 下水道台帳

及び道路台

帳等の共同

化 

 下水道台帳と道路台帳の更新

作業を共同発注を行うことによ

り、基図の修正の効率化及び発

注経費の縮減を図ります。 

共同発注

に向けた

取組 

共同発注

に向けた

取組 

共同発注

の開始 

共同化に向け、各地域別の下水道台帳を統合し、新た

な下水道台帳のシステムを導入しました。 

一方、平成２２年度から企業会計に向けた下水道施設

の資産調査を開始し、下水道台帳と資産評価との連携方

法を検討する必要があることから、道路台帳等との共同

化については、こうした状況を見極めながら再検討を行

います。 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

なし 

下水道部 

下水道建設課 

維持担当 
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６ その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項 

 

 ア モーターボート競走事業の健全運営 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

154 顧客満足度

の向上 

 ファン・お客さんの各層に応

じたレース企画、番組編成及び

場内イベント等に取り組むとと

もに、民間広報アドバイザーを

設置のほか、電話（インターネ

ット）投票に係る情報配信サー

ビスの向上等への取組を進め、

顧客満足度の向上を図ります。 

 

 

各種取組

の継続 

 

顧客満足

度向上戦

略会議の

設置 

各種取組

の継続 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

各種取組

の継続 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

顧客満足度向上戦略会議の活用により、周回展示放映

の変更、ホームページの全面リニューアルによる情報の

充実を図るなど、顧客満足度の向上に努めました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇事業課 

企画広報担当 

155 津競艇場に

おける商圏

の拡大 

 戦略的な宣伝・広報の実施、

無料送迎バスの拡充、場間場外

発売委託及び電話（インターネ

ット）投票の拡大のほか、他市

で導入されている小規模場外発

売場の設置に向けた取組を進め

ることにより、商圏の拡大を図

ります。 

 

 

各種取組

の継続 

 

市場調査

及び取組 

各種取組

の継続 

 

 

各種取組

の継続 

新聞、テレビ、ラジオ、ラッピングパッカー車などを

媒体とした広報宣伝活動を継続的に実施し、場間場外発

売を積極的に行うことにより、商圏の拡大を図りました。 

また、引き続き小規模場外発売所の設置に向けた取組

を進めます。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 

警備担当 

156 現行資産の

有効活用 

 ＳＧ・ＧⅠ競走の誘致、薄暮

レースの導入及び場間場外発売

受託（ナイターレース発売）の

ほか、ツッキードームや駐車場

等の施設の収益源化に取り組み

ます。 

 

各種取組

の継続 

 

ＧⅠ競走

（女子王

座） 

の実施 

 

各種取組

の継続 

 

ＧⅠ競走

（東海地

区選手権） 

の実施 

 

各種取組

の継続 

 

 

 

ＳＧ競走、ＧⅠ競走の場間場外発売及び、ナイターレ

ースの場間場外発売、駐車場の貸出等を実施し、昼夜を

問わず施設の活用を図りました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 
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157 津競艇場の

イメージア

ップ 

 「競艇＝ギャンブル」という

印象の払拭に向け、企業との連

携やアテンダントの配置による

イメージアップを図るととも

に、広告塔の設置や道路整備等

の施設改修に取り組むほか、大

型映像装置のリニューアルに向

けた検討を行います。 

 

各種取組

の継続 

 

場内にア

テンダン

トを配置 

各種取組

の継続 

 

大型映像

装置設置

の検討 

各種取組

の継続 

乳ガン撲滅に向けた、ピンクリボンへの協賛を継続し

て行うなど、社会貢献を目指した活動を実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 

158 運営・制度的

経費の見直

し 

 従事員の賃金及び諸手当の見

直しをはじめ開催経費の削減等

に努めるとともに、モーターボ

ート競走法の改正による法定交

納付金制度や選手賞金制度の見

直しについて、関係機関との連

携による取組を進めます。 

 

各種取組

の継続 

各種取組

の継続 

各種取組

の継続 

各種公営競技の関係機関とともに、地方公共団体金融

機構への納付金の軽減を働きかけました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

△ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

労務投票担当 

159 経営体質の

見直し 

 収益事業にふさわしい組織体

制及び経営手法についての検討

を進めるとともに、企業的経営

手法の導入も見据えた職員の意

識改革を進めます。 

公営企業

化の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

全国モーターボート競走施行者協議会においても、研

究・検討を実施しており、本市においても企業的経営手

法の導入については、試行的な財務諸表の作成を実施し

ました。 

今後、公営企業会計の導入に向け引き続き検討を行い

ます。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

160 津市モータ

ーボート競

走場活性化

懇談会の設

置 

 津市モーターボート競走場経

営改善計画のフォローアップ及

び競艇事業の適確な対応等を図

るため、識見者で構成する「津

市モーターボート競走場活性化

懇談会」を設置します。 

 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

モーターボート競走の健全化を促進するため、競走場

のアメニティ、ファンサービス等に関し、総合的な調査

を行うモーターボート競走連絡協議会による、津競艇場

合同現地調査を実施しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 
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 イ 三重短期大学の活性化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20取組 H21取組 取組結果 点検 中期計画 所管部課等 

161 地域への貢

献 

 地域の特性や地域の具体的な

諸課題について、地域問題総合調

査研究室による学外との共同研

究等の成果を通じて、地域への貢

献を進めます。 

調査・研究

結果の地

域への貢

献 

継続して

取組 

継続して

取組 

地域連携センターを中心に、引き続き、地域連携講座

の開催などを通じた生涯学習機会の提供や政策研修を通

じた市政との連携など地域連携事業に取り組みました。 

なお、今年度は新たに地研セミナーの開設や津商業高

校との高大連携協定の締結などを行いました。 

 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

短期大学事務局 

大学総務課 

総務担当 

162 大学間の連

携 

 (仮称)地域連携センターを中

核とした大学間連携による研究

等を通じて、より一層の地域貢献

を進めます。 

地域連携

センター

の設置 

センター

の活用に

よる連携

の強化 

継続して

取組 

市内の４つの大学、短期大学の連携で「自治体との連

携による地域リーダー養成」や「健康に関する職業人育

成」をテーマに文部科学省の戦略的大学連携ＧＰに応募

するなど、大学間連携に関する協議を進めました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

 

位置付け

あり 

短期大学事務局 

大学総務課 

総務担当 

163 学科の再編  志願者数の確保のため、魅力あ

る短大となるよう時代の要請に

応じて常に学科等の改編を図り

ます。 

生活シス

テムコー

スを生活

福祉･心理

コースに

改編 

 

 

必要な見

直し 

必要な見

直し 

平成２２年度からの生活科学科生活科学専攻における

取得資格（建築士、社会福祉士）に係る講座開設や「環

境共生」に関するカリキュラムの充実に向けた手続きを

進めました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

 

位置付け

あり 

短期大学事務局 

大学総務課 

総務担当 

164 授業料、入学

料の見直し 

 国立短期大学及び全国の公立

短期大学の動向等を踏まえた見

直しを図ります。 

見直しの

検討 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

国立短期大学及び全国の公立短期大学の授業料、入学

料の動向を検討し、平成２２年度の本学授業料は据え置

くこととしました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

◎ 

 

位置付け

なし 

短期大学事務局 

大学総務課 

総務担当 
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165 運営形態の

検討 

 １８歳人口が減少するなか、魅

力ある短大として今後の運営の

あり方を検討する必要がありま

す。 

 全国的な大学間の統合や独立

行政法人化への動向を踏まえ、運

営形態の検討を行います。 

 

運営形態

の検討 

検討に基

づく見直

し 

検討に基

づく見直

し 

「三重短期大学の在り方庁内調査・研究会議」を中心

に運営形態などについて検討し、平成２２年度より事務

局機能の見直しを行いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

H21 

○ 

位置付け

あり 

短期大学事務局 

大学総務課 

総務担当 

 


